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      開 議 午後１時 

 ―――――――――――――――――――― 

○議長（長内直也） ただいまから、本日の会議

を開きます。 

 ―――――――――――――――――――― 

○議長（長内直也） 出席議員数は、67人です。 

 ―――――――――――――――――――― 

○議長（長内直也） 本日の会議録署名議員とし

て山田洋聡議員、田中啓介議員を指名します。 

 ―――――――――――――――――――― 

○議長（長内直也） ここで、事務局長に諸般の

報告をさせます。 

○事務局長（酒井欣洋） 報告いたします。 

 去る３月24日、包括外部監査人から、令和７年

度包括外部監査結果報告書が提出されましたの

で、各議員控室に配付いたしました。 

 本日の議事日程、議案等審査結果報告書を配付

いたしております。 

 以上でございます。 

 〔報告書は巻末資料に掲載〕 

 ―――――――――――――――――――― 

○議長（長内直也） これより、議事に入りま

す。 

 日程第１、議案第１号から第25号まで、請願第

52号から第65号までの39件を一括議題とします。 

 委員長報告を求めます。 

 まず、第一部予算特別委員長 かんの太一議

員。 

 （かんの太一議員登壇） 

○かんの太一議員 第一部予算特別委員会に付託

されました議案９件につきまして、その審査結果

をご報告いたします。 

 この場合、局ごとに、主な質疑を中心に、順

次、報告いたします。 

 最初に、財政局等については、公共施設マネジ

メント計画において、市立札幌病院の建て替えに

係る記載がなく、位置づけが不明確であるが、ど

のように考えているのか。土木系工事における見

積り期間の延長は、人員が限られる企業にとって

入札参加の機会を失うことにつながり、経営悪化

の要因となることから、現行制度を維持すべきと

考えるが、どうか。財政運営に関連して、持続可

能な体制の構築に向けては、既存事業の統廃合や

手法の転換など、抜本的な見直しが必要と考える

が、どのように進めていくのか。今後の収支推計

に当たり、経済情勢による物価上昇や税収の変動

などを考慮せず見積りを行ったのはなぜか。財源

を確保するためには金融資産の運用が重要であ

り、将来的な制度改正を見据えた研究や準備を進

めていくべきと考えるがどうか等の質疑がありま

した。 

 次に、選挙管理委員会については、ポスター掲

示場の在り方について、設置数の縮減による投票

率への影響が小さかったことに加え、経費削減の

観点からも見直しが必要と考えるが、どうか。第

２期日前投票所について、現状では限られた日数

のみ設置されているが、来場者の集中に伴う混雑

緩和に向け、開設期間を延長する考えはないのか

等の質疑がありました。 

 次に、消防局については、地域防災指導員につ

いて、各消防分団に一律ではなく、地域の実情に

応じ、計画的に養成や配置を行うことで体制拡充

を図るべきと考えるが、どうか。消防職員の人材

育成に当たっては、他自治体との相互応援の重要

性が高まっていることから、広域連携を目的とし

た幅広い研修を行うべきと考えるが、どのように

取り組んでいるのか等の質疑がありました。 

 次に、危機管理局については、地区防災計画作

成支援について、従来のモデル事業では地区数の

拡大にはつながらず、手法の見直しが必要と考え

るが、どのように取り組むのか。災害時における

観光客支援の充実に向け、一時滞在施設の物資拡

充に宿泊税を活用するとのことだが、どのように

進めていくのか。防災アプリについて、早期避難

を促す上でも、判断から行動までを一貫して支援

する機能の拡充が重要と考えるが、どのように検
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討するのか。冬期の総合防災訓練に関連して、防

災啓発イベントという位置づけにするのであれ

ば、命を守る訓練との切り分けが望ましいと考え

るが、どのように進めていくのか。訓練で得られ

たノウハウを来場できなかった市民にも波及させ

ていくことが本市の防災力向上につながると考え

るが、どのように取り組むのか等の質疑がありま

した。 

 次に、環境局については、環境計画費等では、

災害廃棄物仮置場の運営に当たっては、２次被害

の防止や迅速な復旧に向け、多くの資機材や人員

が必要となるが、民間事業者とどのような協力体

制を構築しているのか。大型免許取得支援事業に

ついて、運転手の担い手確保に有効であり、ごみ

収集体制を維持するための重要な取組だが、どの

ような効果を期待しているのか。飲食店等におけ

る食品ロス削減に向けては、食べ残した料理を持

ち帰りやすくするための環境づくりが重要と考え

るが、どのように取り組んでいくのか。都心部に

おける喫煙所の整備に関連して、民間連携など多

様な手法で一定数を設置し、制限区域拡大による

規制の実効性を高めることが重要と考えるが、ど

のように取り組んでいくのか。路上でのポイ捨て

などを防ぐ効果がある反面、喫煙行為を推奨して

いると受け止められる懸念もあるが、どのように

認識しているのか。ヒグマ対策に関連して、効果

的な注意喚起や実効性のある対策につなげるた

め、北海道のヒグマ警報・注意報の発出基準が見

直されたが、本市としてどのように対応するの

か。生態系の保全とヒグマの市街地侵入防止とい

う相反する政策をどのように両立させていくの

か。住民の不安を解消するためには、事後的な対

応だけではなく、市街地への侵入防止策や被害発

生前の予防的捕獲が重要と考えるが、どのように

取り組んでいくのか等の質疑がありました。 

 公園緑化費等では、円山動物園に関連して、電

子チケットやデジタルマップの導入は、来園者の

利便性向上のみならず、様々な効果があると考え

るが、どのように活用していくのか。クラウド

ファンディングを活用し、動物福祉の向上につな

がる設備改修に取り組むとのことだが、どのよう

なスケジュールで実施するのか等の質疑がありま

した。 

 次に、まちづくり政策局について、総務管理費

等では、ＧＸ産業や金融機能の強化集積に当たっ

ては、国内のみならず、海外へのプロモーション

も中長期的な視点で行うべきと考えるが、どのよ

うに取り組んできたのか。水素利活用の普及啓発

に当たっては、最先端技術の情報を効果的に発信

するため、民間企業との連携強化が必要と考える

が、どのように進めるのか。持続可能な雪対策に

関連して、建物密集地における除排雪の効率化、

省力化に向け、高精度な位置情報が得られる衛星

を活用したシステム開発を進めるべきと考える

が、どうか。審議会における生活道路除排雪手法

の検討に当たっては、今冬に実施した緊急排雪の

作業方法や結果を検証、分析することが重要と考

えるが、どのように進めるのか等の質疑がありま

した。 

 都市計画費等では、中島公園駅周辺のまちづく

りについて、新ＭＩＣＥ施設の整備を見据え、来

訪者の意向を把握しながら進めるべきだが、アン

ケート調査の結果をどのように捉えているのか。

ほこみち制度は、魅力と活力のある都市空間を創

出する上で有益であるが、本郷商店街の活性化に

向け、どのように活用していくのか。厚別ふれあ

い循環バスの持続的な運行に向けては、協賛金の

獲得に加え、運賃収入による収支率の向上が重要

と考えるが、地域や事業者と連携し、どのように

取り組むのか。北海道新幹線札幌延伸に係る開業

遅れについて、財政的負担のみならず、まちづく

りという観点においても多大な影響を受ける可能

性があるが、本市としてどのように対応していく

のか。持続可能な公共交通の在り方検討に関連し

て、正確な需要予測を行うためには、将来的な人

口動態を含めた詳細な調査を行う必要があると考
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えるが、どのように認識しているのか。地下鉄を

含めた全市的な交通体系の現状と課題を整理する

とのことだが、手稲区への地下鉄延伸についてど

のように認識しているのか。バス路線の維持に関

連して、運賃改定に伴う待遇改善により運転手が

確保された場合、廃止路線が再開される可能性は

あるのか。自衛隊など大型免許の保有者が多い団

体に退職後の再就職を働きかけることは、人手不

足解消に有効な手段と考えるが、どのように取り

組むのか。丘珠空港に関連して、滑走路延伸など

の機能強化だけではなく、地域住民と協働しなが

ら周辺のまちづくりを主体的に進めていくことが

重要と考えるが、どのように取り組んでいくの

か。道内を中心とした航空需要の拡大に向け、北

海道エアポート株式会社等と連携し、発着地双方

での利用促進を図っていくことが重要と考える

が、どのように進めるのか等の質疑がありまし

た。 

 次に、総務局については、マイクロフィルムの

電子化に当たっては、誤操作による消去やサイ

バー攻撃などによる改ざんのリスクが生じるが、

どのように対応していくのか。指定管理施設にお

ける賃金スライド制度のさらなる活用に向けて

は、複雑な仕組みを事業者へ正しく理解してもら

うための周知が重要と考えるが、どのように取り

組んでいくのか。日本語習得支援について、外国

籍市民への継続的な学習機会を提供するため、国

の補助事業の活用により取組を拡充すべきと考え

るが、どうか。職員採用試験における難病患者枠

の創設は、誰もが自分らしく働ける社会の実現に

向けた重要な取組であるが、本市としてどのよう

に考えているのか。会計年度任用職員の雇用環境

改善に向けては、経験や知識を職務に応じて正当

に評価し、働く意欲を高めるための体制構築が重

要と考えるが、どのような検討を行っているの

か。首都圏におけるＵＩＪターンの促進に当たっ

ては、移住後の生活などをイメージさせる具体的

な働きかけにより本市への関心を高める取組が重

要と考えるが、どのように進めていくのか。行政

改革に関連して、職員の人材不足が見込まれるこ

とから、ＤＸによる徹底した業務効率化が重要と

考えるが、どのように進めていくのか。若手職員

の発想を生かす体制を構築するとともに、失敗を

恐れず挑戦できる風土を醸成していくことが重要

と考えるが、どのように取り組むのか等の質疑が

ありました。 

 次に、デジタル戦略推進局については、生成Ａ

Ｉを活用したアプリの内製化は、業務改善に資す

る一方で、スキルの差による職員負担の偏りや属

人化を招くリスクも懸念されるが、どのように進

めていくのか。システム標準化への移行が遅延し

た場合、国の補助が受けられない可能性や必要経

費の増大が懸念されるが、本市財政への影響をど

う捉えているのか。自衛隊への名簿提供につい

て、今年度から活用実績の報告を受けるように

なったとのことだが、どのような募集活動を行っ

ていたのか。ＤＶ等支援措置の適正な運用に向け

ては、一方の虚偽申告により相手方が不当に加害

者となる事態を防ぐべきと考えるが、どのような

対策を講じているのか等の質疑がありました。 

 次に、市民文化局については、デジタル化によ

る町内会運営の負担軽減に向けては、電子回覧板

機能などを含むアプリの導入が有効と考えるが、

どのように取り組んでいくのか。郷土資料館など

が併設されたコミュニティ施設の運営に当たって

は、住民の自主性に任せるのではなく、関係部局

と連携し、地域の特性や実情に応じた支援を行う

べきと考えるが、どうか。アイヌ施策の実施に当

たっては、魅力や役割が異なる関連施設の連携に

より大きな効果が生まれると考えるが、どのよう

に取り組んでいくのか。Ｋitaraの改修工事につ

いて、実施設計の段階から資材高騰や人手不足に

伴う入札不調を避けるための工夫が必要と考える

が、どうか。アーツカウンシルの設立に向けて

は、関係者へのヒアリングや本市の特性に即した

伴走支援の体制を整備するなど、様々な論点から
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検討が必要と考えるが、どのように進めていくの

か。旧札幌控訴院庁舎の持続可能な運営に向けて

は、展示内容の充実を図るとともに、入館料の導

入による収益確保策を検討すべきと考えるが、ど

うか。天神山アートスタジオについて、老朽化に

よる大規模修繕には多額の経費が必要であり、ソ

フト事業への転換も視野に入れ、検討すべきと考

えるが、地域住民の意見を踏まえ、どのように取

り組むのか。札幌国際芸術祭における若年層の来

場促進に向けては、最新技術やアートを活用し、

既存の施設に新たな価値を生み出す仕掛けが重要

と考えるが、どのように取り組んでいくのか。東

区役所の大規模改修に関連して、施設の長期利用

を見込むのであれば、単なる設備更新にとどめ

ず、窓口環境の改善等により市民サービス向上を

図るべきだが、どう取り組むのか。業務を継続し

ながら工事が行われることにより市民サービスの

低下が懸念されるが、どのように対応していくの

か等の質疑がありました。 

 次に、子ども未来局については、こども誰でも

通園制度について、個別訪問などの働きかけによ

り対応施設が増加傾向にある中、相当数の事業者

が実施を見送った理由はどのようなものか。プ

レーパークは子どもの自主性を育む上で重要な取

組であるが、運営に係るボランティアの負担軽減

に向け、どのような支援を行っているのか。不妊

症・不育症患者への支援について、周囲に言えな

い不安や孤独感を抱える当事者が安心して相談で

きる体制を整備すべきと考えるが、どのように取

り組んでいるのか。保健教育を担う人材育成につ

いて、思春期の子どもを取り巻く環境の変化に対

応するため、担当職員の専門性向上が重要と考え

るが、どのように取り組んでいるのか。保育施設

について、少子化による定員割れや廃園が発生し

ていることから、今後の在り方を明確に示すべき

と考えるが、どのように取り組むのか。保育現場

における外国人保護者への対応について、言語や

文化の相違で生じる負担を軽減するため、職員の

意見を把握し、施策へ反映すべきと考えるが、ど

のように取り組んでいるのか。社会的養護自立支

援拠点の運営に当たっては、市外の関係機関等と

のネットワーク構築による利用者への切れ目のな

い支援が重要と考えるが、どのように取り組んで

いくのか。東部児童相談所の運営について、福祉

人材の確保、育成という観点からも地域の大学と

の連携強化が重要と考えるが、どのように取り組

んできたのか。児童虐待防止の取組に関連して、

共有プラットフォームを活用し、関係部局の情報

を一元化することにより、さらなる連携の強化を

図るべきと考えるが、どのように取り組んでいく

のか。多くの困難事案に対応してきた児童相談所

の勤務経験者を全区の家庭児童相談室に配置すべ

きと考えるが、どのように認識しているのか等の

質疑がありました。 

 最後に、教育委員会については、学校施設の目

的外使用について、子どもたちがスポーツ少年団

などの課外活動を活発に行えるよう、管理体制や

委託の在り方を見直し、利用時間の拡充を検討す

べきと考えるが、どうか。給食センター方式の導

入について、検討委員会の意見書で示された品質

の確保や冬場の安定的な配送という課題を踏ま

え、どのように取り組むのか。校外学習につい

て、物価高騰による必要経費の上昇が続く中に

あっても、行事本来の目的を達成しつつ、保護者

の経済的負担の軽減を図るべきと考えるが、どの

ように取り組むのか。ラーケーションについて、

子どもの成長機会が増えるだけではなく、保護者

が平日に休暇を取得しやすい環境づくりにもつな

がると考えるが、導入に向け、どのように取り組

むのか。入学式等における父母の参加について、

別居親ということをもって参列を妨げてはならな

いと考えるが、学校へどのような周知を行ってい

るのか。特別支援教育を担う教員の採用につい

て、受験者数が減少する中、有為な人材の確保や

育成に向けた対策が必要と考えるが、どのように

取り組んでいくのか。市民にとっての身近な学び
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の拠点として、地区図書館がより魅力的な施設と

なるよう機能向上を図るべきと考えるが、現状の

課題をどのように捉えているのか。学校連携支援

室に関連して、いじめ等の事案を組織横断的に把

握することで、事態の深刻化を防ぎ、児童生徒が

安心して学べる教育環境の実現を目指すとのこと

だが、どのように取り組んでいくのか。助言機関

であるアドバイザー会議の実効性を確保するた

め、事案選定の段階から第三者によるチェック機

能を担保すべきだが、どのように取り組んでいく

のか等の質疑がありました。 

 以上が、本委員会における質疑の概要でありま

す。 

 続いて、討論を行いましたところ、会派を代表

して、自由民主党 山田一郎委員、民主市民連合 

おんむら委員、公明党 熊谷委員、日本共産党 

長屋委員から、それぞれの立場で意見の表明があ

りました。 

 討論終結後、採決を行いましたところ、議案第

１号中関係分及び第16号の２件については、賛成

多数で可決すべきものと、議案第３号、第４号、

第８号、第９号、第19号、第24号及び第25号の７

件については、全会一致、可決すべきものと決定

いたしました。 

 以上で、報告を終わります。 

○議長（長内直也） 次に、第二部予算特別委員

長 佐藤 綾議員。 

 （佐藤 綾議員登壇） 

○佐藤 綾議員 第二部予算特別委員会に付託さ

れました議案17件及び請願14件につきまして、そ

の審査結果をご報告いたします。 

 この場合、局ごとに、主な質疑を中心に、順

次、報告いたします。 

 最初に、建設局について、道路橋りょう費等で

は、持続可能な雪対策に向けた取組に関連して、

今冬の記録的な大雪を受け、パートナーシップ排

雪を中止し、初めて緊急排雪を実施したとのこと

だが、どのような課題があったのか。市民の除雪

に対する意識が変化する中、住民との協働による

除排雪を進めるためには、身近な公園への雪入れ

を促進させる取組が必要と考えるが、どうか。生

活道路の新雪除雪に当たっては、大雪後の気温上

昇による路面状況の悪化に備えるため、路面の雪

の厚さを薄くすべきと考えるが、どうか。除排雪

現場の人材不足は、不規則な勤務や事故のリスク

といった業務の特殊性に見合わない処遇が根本原

因であると考えるが、どう認識しているのか。篠

路駅付近における鉄道高架事業について、住民の

完成への期待が大きく、一日も早い工事着手が望

まれるが、事業完了はいつ頃を予定しているの

か。矢羽根型路面表示の認知度向上は、自転車の

正しい通行の促進につながることから、関係機関

等と連携した啓発が必要と考えるが、どう取り組

んでいくのか等の質疑がありました。 

 公園緑化費では、丘珠空港緑地の基本計画策定

に当たっては、空港整備と緑地の共存を図りつ

つ、市民にとって魅力ある空間とする視点が重要

であるが、どのように検討を進めるのか。大通公

園西４丁目の整備に当たっては、オープンハウス

等で寄せられた意見を反映させることが重要と考

えるが、どのような空間を目指すのか。街区公園

管理の町内会委託率について、市として対策を講

じてもなお10年以上にわたり減少しているが、ど

のような課題があると認識しているのか。公園内

での花火の使用禁止について、他都市のように、

時間や種類を限定し、条件付で許可するなど、利

用ルールを緩和すべきと考えるが、どうか。森林

におけるＣＳＲ活動と木育の推進に当たっては、

様々な施設や恵まれた環境を有する白旗山都市環

境林の活用が重要と考えるが、どのような取組を

進めていくのか等の質疑がありました。 

 次に、下水道河川局については、断熱マンホー

ル蓋の更新について、損傷後の交換ではなく、断

熱性能や耐久性を見極め、計画的に更新していく

ことが重要と考えるが、どのような検討を行って

いるのか。汚泥処理施設の再構築に当たっては、
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脱炭素や循環型社会への貢献を見据え、下水汚泥

の新たな有効活用について検討することが必要と

考えるが、どうか。下水道使用料は、特別な理由

がある場合には減免できると条例で定められてお

り、昨今の厳しい市民生活を考慮し、減免を検討

すべきと考えるが、どうか。下水道管路の維持管

理に関連して、膨大な対策延長に対し、限られた

予算で効率的に予防保全を行い、施設全体の長寿

命化を図る必要があると考えるが、どのように取

り組んでいくのか。国が示す新たな技術基準等に

対応するには、ＡＩの導入などＤＸを積極的に推

進し、管路マネジメントの高度化と効率化を図る

べきと考えるがどうか等の質疑がありました。 

 次に、水道局については、白川第１送水管更新

事業について、物価等の上昇に加え、施工環境の

複雑化などの課題に対応していく必要があると考

えるが、どのように進めていくのか。デマンドレ

スポンスは、電力使用の需給を安定化しつつ報酬

を得られる仕組みであり、脱炭素と経営の安定を

両立する取組であることから、積極的に導入すべ

きと考えるがどうか等の質疑がありました。 

 次に、保健福祉局について、社会福祉費等で

は、障害福祉サービス事業者の指定に当たって

は、申請書類の偽造事案を踏まえ、今後は資格等

の慎重かつ厳格な確認が必要と考えるが、どのよ

うな対策を行うのか。新たな福祉除雪制度につい

て、介護認定などの要件に該当せず、客観的な除

雪の困難さで利用の可否を判断する場合、どのよ

うな判断、検討を行うのか。ごみ屋敷への対応に

ついて、他都市の状況も踏まえ、環境部局とも連

携した実効性のある支援が必要と考えるが、どの

ように取り組んでいくのか。若年層における市販

薬のオーバードーズ防止に向けては、関係者への

研修や教育委員会等との連携が重要と考えるが、

どのような取組を行っているのか。障がい者の避

難所生活においては、聴覚障がい者の視認性を高

める取組など、障がいの特性に応じた支援が必要

と考えるが、どう取り組んでいくのか。要配慮者

の避難支援に関連して、個別避難計画の実効性を

高めるには、関係者との支援体制構築や避難訓練

の実施など平時からの準備が重要と考えるが、ど

のような取組を進めていくのか。個別避難計画の

作成といった自助の取組に加え、地域内共助の取

組を促進することで避難支援の実効性をさらに高

めるべきと考えるが、どう取り組んでいくのか等

の質疑がありました。 

 老人福祉費及び介護保険会計等では、高齢者の

難聴対策に当たっては補聴器の使用が有効である

が、高額な費用負担により購入をちゅうちょする

方がいるため、独自の補助制度を創設すべきと考

えるが、どうか。介護人材の確保について、事業

所ごとの複雑な課題に対応するため、一律の支援

にとどまらず、個別具体的な対策が重要である

が、どう取り組んでいくのか。認知症施策に関連

して、今後の認知症高齢者の増加に伴う医療需要

に対応するため、認知症疾患医療センターの指定

数を拡大すべきと考えるが、どのように認識して

いるのか。来年度から全区で展開されるチームオ

レンジの取組に期待する一方、活動自体の認知度

が低いことから、市民や関係機関への理解促進が

重要と考えるが、どう周知していくのか。認知症

行方不明者の早期発見に向け、デジタル技術を活

用した地域による見守り体制を構築すべきと考え

るが、どのように取り組んでいくのか。健康アプ

リ、アルカサルに関連して、本格運用に当たり、

まずは多くの市民に利用してもらうことが不可欠

であるため、戦略的かつ効果的な情報発信が求め

られるが、どう周知していくのか。官民連携の取

組を推進することで、アプリで獲得した電子マ

ネーを身近な生活圏で使用する好循環をさらに大

きく発展させることができると考えるがどうか等

の質疑がありました。 

 国民健康保険会計等では、子どもの均等割保険

料について、子ども・子育て支援金制度の創設に

伴い、負担金が増加するため、国保支払準備基金

を活用し、全額軽減すべきと考えるがどうか等の



- 7 - 

質疑がありました。 

 保健衛生費では、子ども医療費助成の所得制限

撤廃について、財政状況が厳しく来年度は実現で

きない見込みとのことだが、今後、予算を確保で

きる余地はあるのか。小学校におけるフッ化物洗

口について、モデル事業の成果を踏まえ、全校実

施に向けた検討を迅速に進めるべきと考えるが、

どのように取り組んでいくのか。市営霊園の空き

区画は、重要な市有財産であることから、再公募

のみならず、さらなる有効活用策の検討が必要と

考えるが、どのように進めていくのか。里塚斎場

の再整備に当たっては、不安の声も多く寄せられ

ていることから、地域住民との丁寧かつ真摯な対

話が必要と考えるが、どのように進めていくの

か。がん検診の精密検査受診率は、国が定める目

標値に及ばない状況が続いているが、受診率向上

に向けてどう取り組んでいくのか。衛生研究所に

おける遺伝子検査は、グローバル化による感染症

拡大が危惧される中で有効な検査法である一方、

経費の増大等が懸念されるが、どう考えているの

か。ＨＰＶワクチンについて、本人や保護者に有

用性や副反応などの情報提供をした上で、接種は

強制ではないことを周知していくべきと考える

が、どうか。ＲＳウイルス母子免疫ワクチンの定

期接種化に関連して、接種可能な期間が短いこと

から、体調不良などにより希望していても接種で

きない妊婦が一定数いることも想定されるが、ど

のように対応していくのか。対象となる妊婦が有

効性と安全性を知った上で機会を逃さずに接種で

きるような広報が必要と考えるが、どのように周

知を行っていくのか等の質疑がありました。 

 次に、経済観光局について、商工労働費等で

は、ＧＸ・半導体関連産業は、本市の将来を左右

する重要な分野であり、産業振興ビジョンにおい

ても明確な柱として位置づけるべきと考えるが、

どうか。先端産業への補助制度は、航空宇宙産業

等の成長分野において企業の新規参入を後押しす

る重要な事業であるが、今後の方向性をどう考え

ているのか。カスハラに対する事業者支援に当

たっては、防止に向けた周知啓発のみならず、現

場で活用できる実効性の高いツールの提供等、一

歩踏み込んだ取組が必要と考えるが、どうか。こ

こシェルジュＳＡＰＰＯＲＯの取組について、在

宅ワークの推進は女性の経済的自立や長期的な

キャリア形成に不可欠であると考えるが、どう進

めていくのか。ＤＭＯとの連携に当たっては、本

市の政策意図との整合性や専門的なノウハウの共

有といった視点も重要と考えるが、どのように進

めていくのか。雪まつりの在り方検討について、

観光客誘致の観点のほか、市民が雪の価値を再認

識する視点も重要であるが、今後の方向性をどう

考えているのか。ホワイトイルミネーションにつ

いて、演出のマンネリ化等による魅力の低下が懸

念される中、予算を大幅に拡充するとのことだ

が、どのような事業展開を考えているのか。定山

渓地区の交通課題解決に向けては、駐車場確保に

より利便性や周遊性を高めるなど、観光客の滞在

満足度を向上させる取組が必要と考えるがどうか

等の質疑がありました。 

 農政費では、今後の農業者支援に当たっては、

営農継続という観点から災害リスクへの対応等、

実効性のある支援が必要と考えるが、どのように

進めていくのか。さとらんど魅力アップ事業につ

いて、施設の計画的な修繕と持続可能な管理運営

を行うためには、民間活力の導入が有効と考える

が、どう進めていくのか等の質疑がありました。 

 中央卸売市場事業会計では、経営活性化プロ

ジェクトの見直しに当たっては、本市と事業者の

双方が持続可能な経営基盤を確立できる内容にす

べきと考えるが、どう進めていくのか等の質疑が

ありました。 

 次に、交通局については、地下鉄運転手の人材

定着に向けては、待遇や職場環境改善のほか、過

度な負担とならない人員体制の整備が必要と考え

るが、どう取り組んでいくのか。地下鉄車両の暑

さ対策について、南北線においては車両更新時に
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冷房設置が見込まれているが、東西線、東豊線に

おける検討状況はどうなっているのか。タッチ決

済上限運賃サービスの開始に当たっては、試行実

施で得られた意見などを反映させることが重要で

あるが、利用者からはどのような声があったの

か。定期券発売所の混雑対策について、スマート

フォンアプリ等を活用し、足を運ばずに手続が完

結する仕組みが必要と考えるが、どう進めていく

のか。路面電車の経営安定化に向けては、交通事

業振興公社との連携を強化し、共に黒字収支を維

持することが重要と考えるが、どう取り組んでい

くのか。路面電車の薄野曲線レール交換工事は、

夜間に実施されるものの、地域の特性上、多くの

市民に影響が及ぶと考えるが、どのように周知し

ていくのか等の質疑がありました。 

 次に、スポーツ局については、世界屈指のウイ

ンタースポーツシティー実現に向けては、冬季競

技の普及促進に加え、アスリートの育成や国際大

会の誘致が重要と考えるが、どう取り組んでいく

のか。ｅスポーツ世界大会の開催に当たっては、

経済波及効果のみならず、都市ＰＲの観点や若者

世代の人気を踏まえた多角的な取組が重要と考え

るが、どうか。障がい者スポーツの裾野拡大に向

けては、当事者から寄せられた意見を踏まえ、多

様なニーズの把握と改善に努めるべきであるが、

どう取り組んでいくのか。来年度供用開始となる

新琴似スポーツ広場は、地域や競技関係者にとっ

て待望の施設であり、幅広い世代に向けた利用の

促進が重要と考えるが、どう取り組んでいくの

か。大和ハウスプレミストドームの管理運営につ

いて、指定管理者制度の枠組みにとらわれず、本

市の財政負担軽減を重視した新たな手法を検討す

べきと考えるが、どうか。Ｊリーグキャンプの誘

致について、クラブが快適に合宿を行える環境を

整備するには、道央圏の自治体間連携が不可欠と

考えるが、どう取り組んでいくのか等の質疑があ

りました。 

 次に、病院局については、医療従事者の減少が

懸念される中、ＩＣＴ機器やＡＩなどを活用した

医療ＤＸの推進による業務効率化が必要と考える

が、どのように取り組んでいくのか。職員の負担

軽減に向けては、満足度調査で得られた課題等を

踏まえ、安心して働くことができる環境整備が重

要と考えるが、どのように取り組んでいくのか。

中期経営計画に関連して、令和11年度に経常収支

を黒字化するため、コロナ禍前よりも高い病床稼

働率を目指すとのことだが、目標達成に向け、ど

のような取組を行うのか。救急患者の積極的な受

入れに当たっては、医療従事者の過度な負担とな

る可能性があることから、現場の意向を反映した

体制構築が必要と考えるがどうか等の質疑があり

ました。 

 最後に、都市局について、建築費等では、市営

住宅家賃の見直しについて、このたび提出された

請願書や署名に込められた入居者の思いを真摯に

受け止め、値上げを中止すべきと考えるが、どう

か。市営住宅の空き住戸修繕について、物価高騰

などによる工事費用の上昇が著しいことから、行

政として単価軽減策を検討すべきと考えるが、ど

うか。設備工事における入札不調が増加する中、

上昇する労務費等を適切に工事価格へ反映し、受

注意欲の向上を図るべきと考えるが、どう取り組

んでいくのか。市街化調整区域の活用に当たって

は、自然環境の保全と地域経済の発展を両立させ

ることが重要であると考えるが、どのように認識

しているのか。所有者不明不動産への対応に関連

して、管理不全の原野分譲地は、土地の無断使用

をはじめ、多様な問題を抱えており、住民による

解決が困難なことから、関係部局が連携し、市民

に寄り添った対応をすべきと考えるが、どうか。

空き家対策に当たっては、最終手段として財産管

理制度があるものの、地域の居住環境や景観の維

持・向上には空き家の発生を未然に防ぐことが重

要と考えるが、どう取り組んでいくのか等の質疑

がありました。 

 以上が、本委員会に付託された議案等に対する
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質疑の概要であります。 

 引き続き、討論を行いましたところ、会派を代

表して、自由民主党 和田委員、民主市民連合 

篠原委員、公明党 小口委員、日本共産党 吉岡

委員、また、大地さっぽろ 脇元委員、市民ネッ

トワーク北海道 米倉委員、日本維新の会 波田

委員から、それぞれの立場で意見の表明がありま

した。 

 討論終結後、採決を行いましたところ、請願14

件は、賛成少数で不採択とすべきものと、議案第

１号中関係分、第５号から第７号まで、第10号、

第15号、第20号、第21号及び第23号の９件につい

ては、賛成多数で可決すべきものと、議案第２

号、第11号から第14号まで、第17号、第18号及び

第22号の８件については、全会一致、可決すべき

ものと決定いたしました。 

 以上で、報告を終わります。 

○議長（長内直也） ただいまの各委員長報告に

対し、質疑はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（長内直也） 質疑がなければ、討論に入

ります。 

 通告がありますので、順次、発言を許します。 

 まず、和田勝也議員。 

 （和田勝也議員登壇） 

○和田勝也議員 私は、ただいまから、自由民主

党議員会を代表し、本定例会に上程されておりま

す令和８年度予算並びにその他諸議案について賛

成、札幌市営住宅家賃の見直しに関わる請願書14

件について不採択とすべき立場で、簡潔に討論を

行います。 

 今回の令和８年度予算は、秋元市長３期目最後

の本格的な予算編成であり、市民生活を守り、安

心して快適に暮らせる街、次世代の支援・育成、

未来の札幌の成長に向けた投資、持続可能な観光

都市としての発展の三つを柱とし、一般会計予算

は、当初予算計上額として１兆3,185億円とな

り、前年度と比較して4.1％の増と過去最大の予

算規模となっており、公債会計を除く特別会計と

企業会計を合わせた全会計予算では２兆405億円

と、初めて２兆円を超える過去最大の予算編成の

方向性は評価できる内容と考えます。 

 令和８年度予算は、単年度の収支を整えるため

のものではなく、将来に向けた市政運営の方向

性、そして、市長の価値判断や優先順位が色濃く

反映される予算であるべきです。 

 高市総理は、昨年10月の所信表明の冒頭で、責

任ある積極財政の考えの下、戦略的に財政出動を

行うと経済財政政策の基本方針を力強く宣言し、

責任ある積極財政で、暮らしや未来への不安を希

望に変え、強い経済をつくる決意を強調いたしま

した。札幌市も、様々な課題がある中、市民の暮

らしを守るという名の下、市長が繰り返し述べて

こられた選択と集中、政治的な決断を行い、積極

的な予算編成を行うよう求めます。 

 それでは、順次、我が会派が予算特別委員会の

中で質疑した政策や事業について、特に指摘や意

見が必要と思われる事項について簡潔に述べてい

きます。 

 最初に、財政調整基金の現状認識と今後の事業

見通しについてです。 

 今回示された10年間の財政推計では、現行の財

政運営を続けた場合、数年後には活用可能な基金

が枯渇する可能性が示されており、本市財政がこ

れまでとは異なる局面に入っていることが明らか

になったものと受け止めております。義務的な経

費も政策的な経費も含めて抜本的な見直しを行

い、限られた財源の中で真に必要な行政サービス

を持続していくためにも、市役所全体として、こ

れまでの発想を見直し、実行に移していくことを

求めます。 

 次に、新たな都市づくりに向けた課題について

です。 

 まず、今後の人口減少対策について。 

 市域に縛られない広域的な視野を持って、新た

なまちづくり、人づくりを再考すべきときです。
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第３期さっぽろ未来創生プランは、定住人口に

偏っており、もう一歩踏み込んだ内容に発展させ

ていくべきであると考えております。これまでの

人口減少対策だけではなく、広域的な視点をより

深めた新たなまちづくり、人づくりへとシフトし

ていくために、定住人口の確保のみならず、交流

人口や関係人口の拡大、創出に関する取組を進め

ていくよう求めます。 

 次に、札幌丘珠空港と周辺地域の共生に関する

基本構想の具現化について。 

 地域住民の方々とともに向き合いながら、国の

動向や道の動向を見て考えるのも必要ではありま

すが、最初から最後まで市民ファーストで考え、

市長のリーダーシップの下、市役所を挙げてまち

づくりの具現化に向かうことを求めます。 

 次に、持続可能な公共交通の在り方について。 

 バス運転手の確保、今後の担い手の減少といっ

た喫緊の課題を前にして、抜本的な見直しが必要

です。地下鉄延伸が持つ効果を十分活用しつつ、

市民生活を支える交通インフラの整備を進めるよ

う指摘いたします。 

 次に、ＪＲ札沼線篠路駅付近における鉄道高架

事業について。 

 地域の皆様が描いている、誰もが暮らしやすく

笑顔あふれるまちという将来像を一日も早く形に

するため、令和９年度の工事着手に向けて引き続

き確実に取り組み、今後の工事の実施において

も、地域の皆様に節目ごとに丁寧な説明を行い、

信頼関係を築きながら事業を確実に遂行されるこ

とを求めます。 

 次に、経済活性化と雇用に向けた課題について

です。 

 まず、今後の産業振興施策について。 

 ＧＸ及び半導体関連産業は、今後の札幌市産業

政策の中核を担う分野というのにとどまらず、国

家戦略と一体で加速しており、改定ビジョンにお

いても明確な柱として戦略的に位置づけることが

不可欠であると指摘をいたします。 

 次に、農業支援の在り方について。 

 農業者が安心して営農を継続していくために

は、各種支援策を実効性ある形で実施していくこ

とが重要であり、そのためには、必要な財源の確

保についても十分に検討していく必要がありま

す。本市の今後の発展のためには、札幌の農業が

将来にわたり持続していくことが大変重要である

と考えており、ぜひとも現場の声にしっかりと耳

を傾けながら、地域農業の核となる農業者が将来

にわたり安心して営農を続けていくことができる

よう、実情に即した支援策の充実に取り組むこと

を求めます。 

 次に、スポーツ都市の創造に向けた課題につい

てです。 

 まず、ウインタースポーツの裾野拡大、アス

リートの発掘、育成や国際大会の誘致の取組につ

いて。 

 子どもたちが、ウインタースポーツに親しみ、

競技を始め、その中から、将来、世界で活躍する

アスリートが育っていくという流れを着実につ

くっていくことこそが、本市が掲げる世界屈指の

ウインタースポーツシティーの実現につながるも

のと考えております。いつの日か、再びオリン

ピック・パラリンピックの舞台を北海道、札幌で

迎えることができるよう、今できる取組を一つ一

つ積み重ねていくことが我々に課された責任であ

ると指摘をいたします。 

 次に、新琴似スポーツ広場について。 

 用地取得から長い年月を経てようやく開設に

至った施設であり、地域住民や利用団体の声を

しっかりと受け止め、利用しやすくなる安全な施

設運営を行うとともに、今後起こり得る自然災害

並びに不測の事態への対応にもしっかり備えるよ

う求めます。 

 また、この新琴似スポーツ広場が末永く市民に

親しまれるスポーツの拠点となるよう、札幌市に

は責任ある運営並びに適切な指定管理者の選定を

強く求めます。 
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 次に、医療・保健・福祉施策の充実に向けた課

題についてです。 

 まず、ＲＳウイルス母子免疫ワクチン定期接種

化の周知について。 

 少子化が進む中、次世代を担う大切な子どもた

ちを守ることは自治体の重要な責務です。本ワク

チンを希望する全ての妊婦の方が機会を逸するこ

となく安心して接種できるよう、周知と環境整備

を着実に進めていくよう強く求めます。 

 次に、小学校フッ化物洗口モデル事業の進捗状

況について。 

 札幌市内には多くの小学校があるため、迅速に

検討を進め、今年度のモデル事業で既に成果が認

められておりますし、来年度もモデル事業を実施

するということでありますが、令和９年度には、

ぜひ、モデル事業ではなく、必ず全校実施に移し

ていくよう求めます。 

 次に、高齢者の難聴について。 

 本市は、健康寿命の延伸を掲げ、高齢者の難聴

と認知症の因果関係があることを認識しており、

国からの方針で難聴の早期対応が重要であること

から、補聴器相談医のいる耳鼻科を受診すること

を勧め、全国の事例を注視し、補聴器購入補助事

業を前向きに検討するよう求めます。 

 次に、認知症対応型グループホームの整備につ

いて。 

 今後、認知症高齢者のさらなる増加が見込まれ

る中、当事者やご家族が地域で安心して暮らして

いくため、専門的ケアを担うグループホームの整

備の推進は待ったなしの課題です。 

 札幌市高齢者支援計画は３年に一度の改定とな

り、介護保険施設の整備目標未達に対して、北海

道の施設整備補助金の交付など、スピード感を

持って柔軟かつ具体的な対応を求めます。 

 次に、子育て環境の整備に向けた課題について

です。 

 児童虐待防止のための情報連携について。 

 全庁の職員が一体となって児童虐待の防止に取

り組んでいくことが求められる中、子ども未来

局、児童相談所をはじめ、保健福祉局の保護や障

がい部門、教育委員会といった関係部署に、プ

ラットフォームでの情報連携の必要性を指摘し、

縦割りを排して子どもたちを真ん中に考え、使命

感と慈しみを持って対応していくよう求めます。 

 次に、教育環境等の推進・充実に向けた課題に

ついてです。 

 まず、学校連携推進室の実効性の確保につい

て。 

 組織としての透明性を確保し、適度な緊張感を

持って運営される仕組みが実効性確保の観点から

重要であり、運用状況についての情報発信が大切

です。これから始まる取組であり、実効性のある

運用になるよう求めます。 

 次に、部活動地域展開に向けた来年度の具体的

な取組について。 

 現在、どのスポーツも慢性的にスポーツ施設が

不足しているという状況にあり、そういった中

で、学校施設をスポーツに活用することは重要な

課題であると認識をしております。また、学校施

設の目的外使用についても、平日も含めて、目的

外使用の時間など、再度考慮していくべきである

と考えており、今まで以上に施設を利用するス

ポーツ少年団や芸術などのサークル、民間事業者

やスポーツ団体、スポーツクラブに委ねる、任せ

るということも含めて、学校管理の体制、予算の

枠組みや委託の在り方など、抜本的な改革を進め

ていくよう求めます。 

 次に、地域の生活に即したまちづくりの検討に

向けた課題についてです。 

 まず、厚別ふれあい循環バスの収入確保策につ

いて。 

 運行主体である地域組織、運行事業者、札幌市

に加え、地域の住民もバスを利用するという形で

運行を支えており、地域活動としては理想的な形

態です。本格運行移行後も運行が継続できるよ

う、しっかりサポートしていくよう求めます。 
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 次に、天神山アートスタジオについて。 

 これまで設備の更新など全く実施されず、耐震

化の問題などもあることから、施設を長く継続的

に活用していくためには大規模修繕が不可欠であ

り、市の財政状況を考慮すると、施設の在り方を

論ずる際には、ソフト事業に転換するなど柔軟な

方法も検討すべきであると指摘をいたします。 

 次に、防災、雪対策に向けた課題についてで

す。 

 まず、雪寒道路における国庫支出金の確保につ

いて。 

 国庫補助金は、与えられた範囲で受け取るもの

ではなく、制度上認められる範囲を最大限確保す

るという明確な意思の下に算定、申請に臨むこと

が大前提であります。見込額の積算は単なる事務

作業ではなく、財源確保に対する基本姿勢そのも

のであるという認識を持つべきであると指摘をい

たします。 

 次に、今冬の大雪対応について。 

 その判断が真に的確であったのか、また、指針

が実効性を持って機能したのか、客観的かつ丁寧

な検証を行うべきであり、市民から寄せられた

様々な声は、緊急排雪の内容や範囲、限界につい

ての情報共有が十分でなかったことを示している

ものと受け止めております。今回の対応を一過性

の措置で終わらせることなく、速やかに検証を行

い、その結果を次の備えに確実に反映させること

を強く求めます。 

 次に、雪置場について。 

 雪堆積場のさらなる確保は、排雪現場からより

近い場所で対応できるよう、豊平川河川敷を中心

に今後も増強に努めるよう求めます。また、河川

敷、公園、学校施設などへの雪入れは、冬でも安

全・安心に市民生活を送れることにも直結し、事

業者の負担軽減や本市財政負担の軽減にもつなが

ると指摘をいたします。 

 次に、除排雪の効率化、省力化に向けた取組に

ついて。 

 除雪従事者の高齢化や人手不足は深刻化してお

り、持続可能な除排雪体制の構築に向けた取組は

既に待ったなしの状況となっております。 

 また、片山さつき財務大臣から、現状以上の財

政的支援や規制緩和などを要する取組について、

国が支援する除雪スーパー特区という考えもいた

だいておりますので、こういったことも積極的に

活用しながら、スピード感を持って取組を進めて

いくよう求めます。 

 次に、さっぽろヒグマ基本計画改定の方向性と

新たな技術の導入について。 

 ヒグマ対策は、これまでの捕獲や電気柵といっ

た従来の取組に加え、新しい技術も組み合わせな

がら、より効果的な対策へと進化させていくこと

が重要です。民間企業や研究機関などとも連携し

ながら新しい技術や発想も柔軟に取り入れ、実効

性のあるヒグマ対策をさらに前に進めていくこと

を求めます。 

 次に、市政執行と行政サービスの向上に向けた

課題についてです。 

 まず、東区役所などの大規模改修について。 

 単なる施設の延命という視点にとどまるのでは

なく、今後の東区のまちづくりの中で、この地域

をどのような拠点としていくのかという視点を

しっかりと持つことが重要であると考えます。東

区役所周辺は、公共施設が集積する地域であり、

東区にとって重要な地域拠点であり、今後の地域

の将来像も見据えながら、区役所を中心とした地

域拠点の在り方についてしっかりと検討するよう

指摘をいたします。 

 次に、工事の入札不調について。 

 公共施設は、私たちの暮らしや学び、コミュニ

ケーションを支える重要な基盤であり、また、災

害時の防災拠点、避難所にもなります。公共施設

の果たす役割は非常に大きく、必要な施設をしっ

かりと整備し、将来に引き継いでいくことは、本

市の責務であると考えます。今後も、適正な工事

価格の確保に向けて適切に取り組むとともに、現
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場の実態を注視しつつ、機動的な対応を継続して

いくよう求めます。 

 最後に、管理職のマネジメント力向上に向け

て。 

 仕事スタイル診断、いわゆる360度評価を活用

し、管理職が職員一人一人の能力を最大限に発揮

させ、失敗を恐れず新たな課題に挑戦できるよう

求めます。 

 以上、予算特別委員会における我が会派の主張

のうち、特に重要と思われる内容のみを述べさせ

ていただきました。 

 我が会派といたしましては、責任会派として、

これらの実現を通して、引き続き本市の発展のた

めに責任を持って対応していく所存でありますの

で、各会派の皆様並びに理事者の皆様には十分ご

理解いただきますよう申し上げまして、討論を終

わります。（拍手） 

○議長（長内直也） 次に、篠原すみれ議員。 

 （篠原すみれ議員登壇） 

○篠原すみれ議員 私は、民主市民連合を代表

し、第一部及び第二部予算特別委員会に付託され

ました令和８年度各会計予算案をはじめとする諸

議案に対し、賛成の立場から、札幌市営住宅家賃

の見直しに係る請願14件は不採択とすべきとの立

場で、討論を行います。 

 秋元市長３期目最後の本格編成となる令和８年

度当初予算案は、市民の暮らしや次世代の支援、

育成、観光振興を重視し、一般会計の総額は前年

度当初比4.1％増の１兆3,185億円と過去最大の規

模となりました。本予算案は、持続可能な札幌の

まちづくりに資する施策へ的確に財源を配分した

編成となっているものと、我が会派としても評価

をしております。 

 一方で、現在の札幌市を取り巻く財政環境は、

かつてなく厳しさを増しております。社会保障関

連経費の増大に加え、昨今の物価高騰に伴う資

材、人件費の上昇を受け、除排雪やインフラ老朽

化対策の費用が膨らんでいるほか、将来的な人口

減少による市税収入の伸び悩みも予測されていま

す。さらに、物価高への継続的な対応をはじめ、

公共交通ネットワークの維持や激甚化する自然災

害への即応体制強化など、本市が担うべき役割は

多岐にわたり、財政需要は今後も増大の一途をた

どる見込みです。このような厳しい財政状況下に

あっても、多様化・複雑化する課題に対して限ら

れた財源を効果的かつ重点的に配分し、将来世代

に過度な負担を残さない持続可能な財政運営を堅

持していくことが求められます。 

 また、市民生活の安定と地域経済のさらなる発

展に向け、本市はその歩みを力強く進めていかな

ければなりません。加えて、４月から本市におい

ても宿泊税が導入され、あらゆる施策で活用され

る予定です。 

 こうして、札幌のまちが魅力と活力のあふれる

まちであり続けるため、次世代に責任を持てる政

策提言を行っていく決意です。 

 次に、札幌市営住宅家賃制度及び減免制度に関

しては、2025年７月31日の建設委員会において見

直し案が説明され、質疑を行っております。 

 我が会派は、利便性の高い住宅の入居者に対し

て住宅環境に応じた適正な負担を求めること、生

活が苦しい世帯への減免制度の拡充が進むことを

確認いたしました。札幌市住まいの協議会での議

論経過なども精査して、この制度改正に対して賛

成であり、請願は不採択とすべきと考えます。 

 それでは、第一部及び第二部予算特別委員会に

おいて、我が会派の委員が取り上げた各局の主な

課題について、提言を含め、順次、述べてまいり

ます。 

 初めに、財政局です。 

 令和８年度予算の内部経費精査による37億円の

財源捻出は評価します。 

 一方、厳しい財政見通しの中でも職員や市民の

活力を損なわないよう、人や未来への投資を基盤

に全庁的な類似事業を最適化し、財源を戦略的に

再配分するなど、市長、副市長のリーダーシップ
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の下、札幌の魅力を守り抜く財政運営を推進する

よう求めます。 

 次に、選挙管理委員会です。 

 期日前に投票を済ませる有権者が増える傾向に

あります。期日前投票所のさらなる増設、日程の

延長などにより、期日前投票を行いやすい環境を

整備することを求めます。 

 また、有権者が候補者の顔や名前を知る有効な

手段である公営ポスター掲示場は、有権者の目に

留まりやすい場所への設置を工夫するよう求めま

す。 

 次に、消防局です。 

 消防ヘリコプターの新機体導入は、機体性能の

向上に加え、災害対応力や救助能力の強化も期待

されます。導入効果を十分に発揮するため、操縦

士や整備士の育成、整備体制の充実、格納庫の安

全性確保を一体的に進め、２機による通年運航体

制を確立し、市民の安全・安心の向上に結びつけ

ていくことを求めます。 

 次に、危機管理局です。 

 この冬に初開催した冬期の総合防災訓練が、こ

れまで関心の薄かった層など幅広い市民を引きつ

けた成果を評価します。 

 今後は、要配慮者の視点をさらに深化させるな

ど、内容を充実させるとともに、冬の備えの自分

事化を促す継続的な取組を求めます。 

 あわせて、得られた知見をデジタルメディアな

どで全市民へ波及させ、本市の防災力の向上につ

なげるよう求めます。 

 次に、環境局です。 

 ごみ収集車の運転手確保に向けた大型免許取得

支援制度の創設は、体制維持への一歩として評価

するとともに、取組の継続とさらなる対策を求め

ます。 

 また、今冬の災害級の大雪では、収集現場で除

排雪情報の共有や道路状況の把握に課題が見られ

ました。把握した課題を今後の雪対策に反映させ

るとともに、雪害時の機動性と担い手確保に有効

な小型収集車両を計画的に導入し、持続可能なご

み収集体制を構築するよう求めます。 

 昨年のヒグマ出没多発を受け、北海道のヒグマ

注意報・警報の発出基準が見直されました。本市

としても、周知に加え、自然歩道の閉鎖や巡回の

強化を徹底すべきです。また、市民の意識醸成が

重要であり、ヒグマ講座や地域活動などの継続的

な支援策を求めます。 

 円山動物園の持続可能な運営に向けては、今回

のクラウドファンディングは、応援者とともに魅

力のある動物園をつくる新たな取組として高く評

価しています。 

 今後は、施設整備の効果や教育的役割、動物園

の魅力を積極的に発信し、来園者増と寄附拡大の

好循環を着実に生み出していくことを求めます。 

 次に、まちづくり政策局です。 

 まちキャンは、学生が地域に入り込み、専門性

を生かした地域課題の解決やコミュニティ活性化

に取り組んでおり、若者の地元定着や人材育成の

面でも大きな成果を上げています。一方で、市内

学生への浸透不足は大きな課題です。今後は、Ｓ

ＮＳなどによる周知強化に加えて、地域との調整

支援や活動の自走化も見据え、多くの学生が継続

的に参画できる環境を整え、若い力を札幌のまち

づくりに着実につなげていくことを求めます。 

 ＧＸ産業の集積と金融機能の強化、集積に向

け、これまでの３年間、スピード感を持って取り

組んできたことを評価しております。 

 今後も、市民や事業者への丁寧な情報発信に努

めるとともに、移管される経済観光局のノウハウ

を生かして、これまで以上に企業誘致やプロモー

ションに力を入れ、国内外の大手企業が札幌に進

出してくるような取組につなげることを求めま

す。 

 新年度、10年ぶりに改定される第３次都市計画

マスタープランの中では、工業地、流通業務地の

将来像が示されております。今後は、経済観光局

などと連携し、早期に対象となる場所、面積、時
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期、事業手法などを取りまとめ、本市の考えを市

内外へ発信することを求めます。 

 次に、総務局です。 

 韓国大田広域市との姉妹都市交流においては、

国境を越えて直接顔を合わせ、お互いの取組を学

ぶことは、異文化を理解する上で非常に重要で

す。行政はもとより、経済、スポーツ、そして次

世代を担う若者交流など、多岐にわたる分野で市

民を巻き込んだ息の長い交流事業を推進し、両市

のさらなる発展につなげることを求めます。 

 市職員の人材確保・定着に効果を上げているＳ

ＰＩ方式採用やジョブチャレンジ制度を一層充実

させ、職員が主体的に挑戦し、能力を発揮できる

環境整備を求めます。 

 また、本市の人事評価制度を全職員に開示する

ため、現在の人事給与総合システムを早急に改修

することを求めます。 

 外国籍市民の増加に伴い、日本語習得支援の充

実が重要となっております。特定技能制度の拡大

により家族帯同も見込まれることから、言葉の壁

による孤立を防止することが課題です。国補助事

業の要件である地域日本語教育コーディネーター

の役割と人材像を明らかにし、地域との交流を通

じた多文化共生の推進を求めます。 

 次に、デジタル戦略推進局です。 

 窓口支援システムの導入は、区役所窓口の利便

性向上と職員負担の軽減を図る重要な取組です。

モデル区での実証に当たっては、待ち時間や混雑

への影響を丁寧に検証し、市民サービスの向上と

いう原点を見失うことなく、現場職員の意見を十

分に反映させながら進めることを求めます。 

 次に、市民文化局です。 

 札幌国際芸術祭、ＳＩＡＦ2027に向け、市民参

加を広げる取組として、ふむふむサポーターや子

どもボランティア、出前授業は、市民が芸術祭を

共につくる役割を担っており、重要です。また、

子どもが制作や発表に関わる機会は将来のまちづ

くりへの投資でもあることから、今後の展開や評

価、出前授業の計画、本芸術祭での成果発表の場

をつくることを求めます。 

 次に、子ども未来局です。 

 ヤングケアラー支援は、子どもの権利を守り、

孤立を防ぐ上で極めて重要です。相談事業や交流

サロン、研修などの取組は着実に進んでいる一

方、家庭への介入には慎重さが求められます。複

合的課題を抱える世帯への支援には難しさもある

ことから、学校や地域団体と連携した見守りに加

えて、実態調査や食支援を通じて早期発見と適切

な支援につなげるべきです。今後も、当事者に寄

り添った丁寧な支援の一層の強化を求めます。 

 次に、教育委員会です。 

 部活動の地域展開を進める上でも、当面は学校

部活動の充実と持続可能性の確保が重要です。来

年度は、部活動指導員の配置拡充など、教員を支

える取組を着実に進めるとともに、学校現場の

ニーズに応じた外部人材の確保を一層強化すべき

です。また、子どもたちの活動機会を守るだけで

はなく、教員の負担軽減や将来的な地域展開を支

える基盤づくりのためにも、計画的に推進してい

くことを求めます。 

 いじめの重大事態調査においては、法の基準な

ど曖昧な部分も多いことから、本市独自のガイド

ラインの作成に当たっては、国のものを踏まえつ

つも、より明確で詳細な水準や基準などの判断材

料となり得るものになるよう検討を求めます。 

 また、学校連携支援室は、多様な課題を抱える

学校現場において横断的な視点でリスク分析をす

ることへの期待は大きいことから、業務量などの

検証を行いつつ、適切な体制構築とさらなる充実

に向けた検討を求めます。 

 次に、建設局です。 

 大通公園の整備に向けた検討については、本市

を象徴する大通公園が貴重な財産であることを踏

まえ、その価値を将来に引き継ぐ視点を重視し、

市民意見を十分に反映させた計画策定を行うこと

を求めます。 
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 次に、下水道河川局です。 

 下水熱については、中央区複合庁舎での実績や

知見を分かりやすく発信し、民間事業者の導入判

断を後押しするとともに、国の支援制度の活用や

関係部局との連携を図り、戦略的な普及促進に取

り組むことを求めます。 

 次に、水道局です。 

 水道事業は、大きなエネルギー需要部門であ

り、脱炭素社会の実現に向けた取組が重要です。

再生可能エネルギーの導入拡大やデマンドレスポ

ンスの活用など、保有資産を生かし、環境負荷の

低減と事業経営の安定を両立する取組の推進を求

めます。 

 次に、保健福祉局です。 

 障害福祉サービス等事業者の不正事案の再発防

止については、サービス管理責任者の実務経験や

雇用関係の確認など、指定申請時の審査を厳格化

するとともに、指定後の法令遵守を確保し、適正

なサービス提供の確保に取り組むことを求めま

す。 

 避難行動要支援者の個別避難計画の作成につい

ては、災害時の円滑な避難行動につなげる重要な

取組です。本人や家族の防災意識の向上に加え、

町内会や関係機関との連携、避難訓練などを通じ

て実効性を高める取組を進めることを求めます。 

 障がい者協働事業については、障がいのある方

の一般就労の場を広げた意義ある取組です。見直

しに当たっては、これまで培われた雇用環境やノ

ウハウを生かすとともに、現在働いている方の雇

用継続に十分配慮し、安定した雇用環境を支える

支援策を進めることを求めます。 

 医療的ケア児レスパイト事業については、本年

度から給付時間の拡充、さっぽろ連携中枢都市圏

への事業展開が実現したところですが、利用方法

やイメージを丁寧に周知するとともに、関係機関

との連携を強化し、利用促進と体制支援の充実を

図ることを求めます。 

 次に、経済観光局です。 

 観光閑散期のにぎわい創出については、観光関

連産業の通年の雇用安定にもつながる重要な取組

です。閑散期のイベント等に対する補助金につい

て、ＤＭＯのデータ分析や事業者ネットワークも

活用するとともに、随時募集の導入など、迅速な

意思決定と、道内客も含めた誘客要件の柔軟化を

図り、制度の効果を高めることを求めます。 

 食品の海外への輸出促進については、国際情勢

の変化に大きく左右される困難な側面を踏まえ、

企業課題に対応した支援を強化するとともに、市

場動向を踏まえた情報提供や輸出先の多角化、欧

米市場への展開を進め、札幌の食の価値発信と輸

出拡大につなげることを求めます。 

 働きやすいまちの実現に向けた施策について

は、公共サービスを支える市発注業務の従事者が

不当な処遇や職場環境の悪化に直面した際の相談

体制が強化されました。４月から既存の労働相談

窓口の機能を拡充し、なお一層の労働環境の維

持・向上を求めます。 

 ユニバーサルツーリズムについては、誰もが行

きたいまち札幌を実現するために、障がいの有無

や年齢、身体状況などにかかわらず、誰もが安心

して楽しめることが不可欠です。経済効果の拡大

と共生社会の実現に向けて、官民一体となって人

材の育成を進めていくことを期待いたします。 

 次に、交通局です。 

 路面電車の安定経営には、課題は多くあり、今

後も新たな課題が発生することもあると考えま

す。持続的に経営を続けるために、市長部局、交

通局、交通事業振興公社が課題を共有し、連携を

強めて対応していくことを求めます。 

 次に、スポーツ局です。 

 見るスポーツの推進については、観戦文化の醸

成を図るとともに、多様な競技に触れる機会の拡

充や関心の薄い層への働きかけ、他分野との連携

を進め、市民のスポーツへの関心と裾野の拡大に

つなげることを求めます。 

 障がい者スポーツの普及促進については、当事
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者や関係団体の声を丁寧に受け止め、事業改善へ

とつなげてきたことを評価します。 

 共生社会の実現に向け、障がいの有無にかかわ

らず、共にスポーツを楽しみ、理解を深め合える

環境づくりの推進を求めます。 

 次に、病院局です。 

 市立札幌病院の次期中期経営計画と経営改善に

ついては、厳しい経営環境の中、コンサルタント

の知見も活用しながら、現場の負担軽減、業務効

率化、組織運営の見直しなど、多様な観点から経

営改善を図るとともに、持続的に改善が進む経営

体制の構築を求めます。 

 また、診療報酬改定が物価高騰などに見合った

水準となるよう、引き続き国への働きかけを求め

ます。 

 最後に、都市局です。 

 空き家対策については、2023年４月に創設され

た所有者不明建物管理制度を含む財産管理制度を

適切に活用することが重要です。また、発生抑制

も不可欠であり、地域の安全や環境、将来のまち

づくりの観点から、総合的な取組を推進すること

を求めます。 

 原野分譲地の管理不全対策については、所有者

不明や管理不全により住民生活に影響を及ぼす可

能性を踏まえ、行政が介入できないとせず、民法

改正や国の指針を踏まえた先進事例の調査を進

め、相続増加による空き地拡大を見据えた実効性

ある対策を講じることを求めます。 

 以上が、第一部及び第二部予算特別委員会にお

いて、我が会派に所属する各委員が提言、要望を

交えて行った主な質疑です。市長をはじめ、理事

者の皆様におかれましては、各委員の指摘、提言

について、今後の市政運営に積極的に反映してい

ただくことを求めまして、私の討論を終わりま

す。（拍手） 

○議長（長内直也） ここで、およそ30分間休憩

します。 

 ―――――――――――――――――――― 

      休 憩 午後２時20分 

      再 開 午後２時50分 

 ―――――――――――――――――――― 

○議長（長内直也） これより、会議を再開しま

す。 

 討論を続行します。 

 小口智久議員。 

 （小口智久議員登壇） 

○小口智久議員 私は、ただいまから、公明党議

員会を代表し、本定例会に上程されました令和８

年度各会計予算及びその他の諸議案につきまし

て、これに賛成の立場から、また、札幌市営住宅

家賃の見直しに係る請願14件については不採択と

すべき立場から、討論を行います。 

 札幌市は、アクションプラン2023の総仕上げと

して、着実な推進とともに、社会情勢の変化に対

応しつつ、観光都市としての発展、人材の育成、

未来への投資など、積極的に取り組むこととして

おります。 

 札幌市を取り巻く社会経済環境は急速に変化

し、特に、長期化する物価高騰は市民生活や地域

経済に深刻な影響を及ぼしており、即効性ある対

策が最優先課題となっております。こうした中、

我が会派では、令和８年度の予算編成に当たり、

小さな声を聞く力の理念の下、市民の声を真摯に

受け止め、経済の回復、新産業創出、防災・減災

の取組、保健・医療施策の充実強化、行財政改革

の推進など、205項目にまとめ、要望いたしまし

た。 

 令和８年度の一般会計予算は、市民の暮らしを

守り、市民の未来をつくる予算として、市民生活

を守り、安心して快適に暮らせる街、次世代の支

援・育成、未来の札幌の成長に向けた投資、持続

可能な観光都市としての発展の三つの予算の柱を

基に、過去最大の予算規模となる１兆3,185億円

を計上しております。少子高齢化の進展に伴う社

会保障費の増加や資材価格の高騰などを背景に、

札幌市の財政状況は依然として厳しい局面にあり
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ますが、我が会派としましては、市民に寄り添

い、市民生活を最優先にした市政運営が今こそ求

められると考えます。 

 そういった点からも、札幌市営住宅家賃の見直

しに係る請願14件については、長年見直しができ

ていなかった家賃の改定であり、利便性の観点か

ら入居者の公平性を考慮したものであるため、妥

当と考え、本請願については不採択とすべきで

す。 

 それでは、予算特別委員会を通じて我が会派が

取り上げてまいりました主な諸課題等について、

順次、局別に提言、要望等を含めて述べてまいり

ます。 

 最初は、危機管理局です。 

 一時滞在施設については、必要な備蓄や、ハー

ド・ソフト両面から観光客の受け入れ環境の整備

充実を検討していただくよう要望します。 

 防災アプリの高度化や視覚障がい者への情報伝

達については、地域の福祉関係団体や町内会、民

生委員等と連携し、出前講座や体験会の開催、防

災訓練の場を通じて、知っているから使えるへの

取組を求めます。 

 次に、総務局です。 

 市役所改革、ＤＸの推進について、南区複合庁

舎の整備では、これまでの概念を覆すような行政

改革、ＤＸを断行し、他の区役所も足並みをそろ

えて改革を進めていただくことを求めます。 

 次に、デジタル戦略推進局です。 

 ＡＩ活用による内部事務の効率化については、

部署間の壁を越えたノウハウを共有する場の形成

など、人材育成も含め、市役所全体のＤＸ底上げ

を要望いたします。 

 次に、まちづくり政策局です。 

 水素の利活用に関する普及啓発の成果と今後の

取組については、官民連携で水素エネルギー利活

用と普及啓発を進め、市民に身近なエネルギーと

して活用されるよう要望いたします。 

 北海道エアポート株式会社との連携と空港間ア

クセスの強化については、潜在的な航空需要の掘

り起こしや交流人口の拡大、消費拡大につなげる

丘珠空港、新千歳空港間の移動など、取組を検討

し、実現するよう要望いたします。 

 北海道新幹線の札幌延伸に向けた機運醸成につ

いては、開業までの期間を有効に活用し、地道に

取組を進めていただくことを求めます。 

 都市再開発方針については、市民の移動の安全

確保を着実につなげ、財源を確保し、担当部局や

地権者と交渉できる体制を整えていただくことを

強く要望いたします。 

 厚別ふれあい循環バスの持続可能な運行の実現

については、地域運行業者、札幌市が役割を果た

しながら連携を深めていただくことを求めます。 

 次に、財政局です。 

 財政運営に関する現状認識とその基本姿勢につ

いては、資産の有効活用で市民生活の安心を守る

姿勢を発信し、緊縮一辺倒ではなく、成長と安定

の両立を求めます。 

 次に、市民文化局です。 

 市が所管するアイヌ関連施設については、ミナ

パ、ＰＯＲＳＥ、サッポロピリカコタン、３施設

の機能充実と効果的な運営に取り組んでいくこと

を求めます。 

 町内会デジタル化推進については、地域のデジ

タル化の進捗を把握し、町内会のニーズに寄り

添ったメニューを用意していただくことを求めま

す。 

 札幌の歴史的財産の積極的な活用については、

（仮称）札幌自然史博物館の整備や、人流の多い

場所での展示、入館料の設定は、国や他都市の動

向も参考に検討するよう要望いたします。 

 札幌市再犯防止ネットワーク会議については、

再犯防止の取組を継続的、実効性のあるものとし

ていくため、関係団体の善意やモチベーションの

みに依存するのではなく、活動を支える資金の在

り方について検討し、連携を深めながら取組を着

実に前進させていくことを強く求めます。 
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 次に、スポーツ局です。 

 プレミストドームの活用推進については、魅力

的な大規模イベントの誘致や地域住民を巻き込ん

だ取組に期待するとともに、引き続き、株式会社

札幌ドームと連携し、さらなる利用促進に取り組

んでいくことを求めます。 

 障がい者スポーツの振興については、暫定拠点

の開設は、障がい当事者をはじめ、多くの市民が

期待する取組であることから、限られた時間の中

でも丁寧に検討、調整を進めていくよう求めま

す。 

 次に、保健福祉局です。 

 要配慮者避難支援の取組については、平時から

コミュニケーションがしっかり取れていることが

スムーズな避難につながることから、福祉現場や

地域の方々の意識醸成に努めていくことを求めま

す。 

 介護人材の確保については、モデル事業が、経

営者の苦悩を解決でき、実効性のある取組となる

よう、スピード感を持って進め、効果が発揮でき

るよう体制づくりを要望いたします。 

 チームオレンジと認知症共生社会の推進につい

ては、これまでのモデル実施で見えてきた利点や

課題などを10区で共有し、人に優しい札幌の実現

に寄与する取組となるよう求めます。 

 高齢者の摂食嚥下障害に対する取組について

は、保健福祉局がリーダーシップを発揮し、現場

の医療・介護関係者と協力しながら、目に見える

成果を出していくことを要望いたします。 

 高齢者帯状疱疹ワクチン、ＲＳウイルス母子免

疫ワクチン、ＨＰＶワクチンについては、高齢者

帯状疱疹ワクチンは、負担軽減と周知徹底で接種

率向上を図り、ＲＳ母子免疫ワクチンは、妊婦健

診等で早期接種につながる確実な周知の徹底と相

談体制の整備、ＨＰＶ９価ワクチンは、学校や医

療機関連携で相談体制を充実し、継続的な啓発で

接種機会の確保を求めます。 

 がん対策については、ウェブ予約の導入など利

便性向上に加え、市民が、いつでも、どこでも、

手軽に受診につながる仕組みづくり、若い世代を

含めたターゲット型の周知、地域医療機関との連

携強化を一層進め、受診率向上に実効性ある取組

を推進していくことを要望いたします。 

 がん患者のウィッグ及び乳房補正具購入費用助

成事業については、現在、１回限りとなっている

小児がん患者のウィッグ購入について、成長に伴

う複数回購入も検討することを求めます。 

 次に、子ども未来局です。 

 ５歳児健診の効果的な実施については、他の乳

幼児健診と同様に、全ての５歳児が健診を受診で

きるような体制の構築を求めます。 

 保育人材の確保とさぽ笑みの機能強化について

は、大切な乳幼児保育の環境整備の中でも喫緊の

課題である保育士の定着に向けた環境のさらなる

充実を求めます。 

 子育てデータ管理プラットフォームの利用拡大

とデジタル技術の活用については、児童虐待の深

刻化を防ぎ、子どもを守るためにも、ＳＮＳ等を

活用した通報体制を先進的な取組として実現して

いただくことを求めます。 

 次期札幌市児童相談体制強化プランの策定につ

いては、児童相談体制強化に向けた最適な組織の

在り方についてしっかりと検討していただくこと

を求めます。 

 次に、経済観光局です。 

 製造業の新製品開発、新分野進出への支援につ

いては、札幌のまちづくりに貢献する技術力を磨

く市内企業に対し、成果を踏まえ、挑戦を後押し

することを求めます。 

 定山渓の観光振興については、開湯160周年と

いう好機を捉え、第２次定山渓魅力アップ構想を

着実に推進するとともに、宿泊税を活用し、課題

解決に取り組んでいくことを求めます。 

 次に、環境局です。 

 都市部の喫煙対策については、北海道における

喫煙率や肺がんの罹患率、死亡率が全国の中でも
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最悪のレベルにあるということを地域住民や関係

団体等に情報提供し、予見性を持って責任ある取

組を推進していただくことを求めます。 

 積極的なヒグマの捕獲及びＩＣＴを活用したヒ

グマ対策については、市街地近郊のヒグマ出没増

に対し、危機感を持って、道と緊密に連携し、ま

た、ＩＣＴ、ドローンなどを取り入れる対策、ふ

るさと納税の活用も検討していただくことを求め

ます。 

 次期一般廃棄物処理基本計画を見据えた新たな

リサイクルの検討については、循環経済、脱炭素

化の流れを踏まえ、使用済みの紙おむつを市の環

境目標と結びつけて検討することを求めます。 

 次に、建設局です。 

 持続可能な雪対策の実現に向けた地域内雪処理

の推進については、雪対策を持続可能とするた

め、固定観念にとらわれることなく、柔軟な発想

を持ち、あらゆる方策について検討を進めていく

ことを求めます。 

 森林におけるＣＳＲ活動と木育の推進について

は、木材利用方針の改定についてしっかりと取り

組み、行政、企業、市民等が一体となって脱炭素

社会を実現していくよう求めます。 

 次に、下水道河川局です。 

 断熱マンホール蓋については、必要な更新が遅

れることがないよう、計画策定と事業実施体制、

予算の確保について検討を進めるよう要望いたし

ます。 

 下水道管路の維持管理については、センシング

技術とＡＩ解析など、人が管内に入らなくても、

高精度かつ迅速に調査ができる最新技術の活用を

行い、持続可能な維持管理を求めます。 

 次に、都市局です。 

 崖地対策と盛土規制法については、災害の未然

防止や市民の生命と財産を守る観点から、より一

層の監視体制の強化と安全対策の推進を求めま

す。 

 市営住宅の空き住戸修繕については、指定管理

者と連携し、他都市の取組を参考にしながら、修

繕単価の低減と修繕戸数の確保の両立を図り、よ

り多くの入居希望者を受け入れられることができ

るよう取組を求めます。 

 次に、交通局です。 

 クレジットカードタッチ決済による上限運賃

サービスについては、今後多様化する乗車手段の

ニーズに応えるため、他の鉄道事業者などの動向

にアンテナを張り、ＱＲ乗車券を含めたさらなる

サービスの拡充について、引き続き調査検討を進

めていくことを求めます。 

 地下鉄の暑さ対策については、脱炭素、省エネ

といった点を取り入れながら、引き続き効果的で

実効性のある暑さ対策を検討し、快適な利用環境

の構築を求めます。 

 次に、水道局です。 

 給水装置立入調査については、今後も継続的な

立入調査を実施するとともに、所有者や業界団体

に対しても、給水装置の正しい知識や使用方法に

ついて周知・啓発を行っていくよう求めます。 

 次に、病院局です。 

 病院経営については、経営改善による強固な財

務体質の構築と持続可能な経営計画の策定が不可

欠であることから、これまで以上に持続可能な病

院の健全経営に尽力していくことを求めます。 

 次に、消防局です。 

 札幌圏消防指令センターについては、映像通報

システムの有効性を引き出すため、積極的な広

報、また、ＤＸ技術の導入推進で市民、住民の負

託に応えるよう強く要望いたします。 

 最後に、教育委員会です。 

 オンラインを活用した不登校支援については、

不登校やその傾向に見られる子どもに対し、１人

１台端末や授業の自宅視聴など、一人一人に寄り

添った柔軟な支援を要望いたします。 

 安全・安心な教育環境については、校内へのカ

メラの設置について柔軟な議論を広く行いなが

ら、今の時代に即した取組を進めていただくよう
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要望いたします。 

 学校体育館へのエアコン整備については、市民

の理解を得られるよう公平・公正に整備スケ

ジュールを検討し、全ての小・中学校に一日も早

くエアコンが設置される効率的な整備手法と予算

の重点配分を強く求めます。 

 いじめの未然防止教育については、札幌らしい

いじめ防止プログラムを開発し、各学校での活用

につなげていただくことを求めます。 

 以上が、予算特別委員会の審議において我が会

派が取り上げてまいりました質疑等の概要です。

理事者の皆様におかれましては、提言、要望を十

分に検討され、今後の市政執行に反映されること

を強く要望いたしまして、私の討論を終わりま

す。（拍手） 

○議長（長内直也） 次に、吉岡弘子議員。 

 （吉岡弘子議員登壇） 

○吉岡弘子議員 私は、日本共産党を代表し、た

だいま議題となっております議案25件中、議案第

１号、第５号から第７号、第10号、第15号、第16

号、第20号、第21号及び第23号の10件に反対し、

残余の議案には賛成、並びに、請願第52号から第

65号については採択すべきとの立場で、討論を行

います。 

 2026年度の一般会計予算は１兆3,185億円、公

債会計を除く特別会計、企業会計を合わせた全会

計予算は２兆605億円と、過去最大規模になりま

した。 

 物価高騰が長期化し、市民生活が厳しさを増す

中、市民からは、暮らし・福祉最優先の予算編成

が求められましたが、本予算は、その期待に十分

応えるものとなっていません。 

 議案第１号 令和８年度札幌市一般会計予算に

反対する理由の第１は、市民との合意形成が不十

分なまま不要不急の大型事業が推進されているか

らです。 

 北海道新幹線延伸推進費、民間再開発促進費、

丘珠空港関連費等に208億6,400万円、直轄事業負

担金22億4,600万円の中には混雑度が低い創成川

通へ地下構造のアクセス道路を建設するための負

担金が含まれますが、それらの事業に今なお市民

から疑問の声が出されています。さらに、新ＭＩ

ＣＥ施設整備費として、ＰＰＰ／ＰＦＩの詳細検

討と基本計画策定のための2,600万円が計上され

ております。金額も示されないまま、土地購入の

予約契約を決め、市民の意見を聞かずに多額の費

用となる事業が進められるものであり、認められ

ません。 

 理由の第２は、マイナンバーカードに係る推進

事業費とシステム改修費約17億8,580万円が含ま

れているからです。 

 個人情報の一元管理は、情報漏えいやプライバ

シー侵害のリスクを高めます。また、本来、カー

ドの取得や利用は任意であるにもかかわらず、強

制するかのように一元化されたマイナ保険証は、

現在もトラブルが続き、電子証明書の有効期限切

れなども混乱を招いています。 

 理由の第３は、敬老優待乗車証交付費を６億

2,000万円削減し、敬老パス制度の縮小により対

象を狭め、利用者の自己負担増となるからです。

さらに、無料である市民の火葬料金が有料化され

ますが、市民の暮らしに鑑み、負担増となるこれ

らの実施は立ち止まるべきです。 

 理由の第４は、学校施設新改築費の中に、いわ

ゆる学校統廃合に関する規模適正化推進費として

1,222万円が含まれているからです。 

 本市が適正とする学校規模では、マンモス校が

是正されない一方で、小規模校の統廃合では、長

くなる通学時間など、子どもの負担への懸念、良

好な環境である小規模校を望む子どもや保護者、

住民から声が上がっても、検討会においては、児

童の減少を理由に統廃合ありきで進められており

ます。社会情勢の変化からも、適正な学校規模の

検討が必要です。 

 議案第５号 令和８年度札幌市国民健康保険会

計予算、議案第６号 令和８年度札幌市後期高齢
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者医療会計予算並びに議案第20号 札幌市国民健

康保険条例の一部を改正する条例案についてで

す。 

 来年度は、国保料の賦課限度額の医療分１万円

の引上げにより、中間層の負担軽減を図るもの

の、多子世帯の負担がより重くなるなど、構造的

な問題は解消されることはなく、こうした負担軽

減策は限界です。 

 さらに、国により、子ども・子育て支援金分が

全ての医療保険料へ上乗せされます。そのため、

札幌市の国民健康保険の平均保険料は前年度より

増えることとなり、子育て世帯を含め、低所得層

にもさらなる負担増となることから、反対です。 

 議案第７号 令和８年度札幌市介護保険会計予

算、議案第21号 札幌市介護保険条例の一部を改

正する条例案について反対の理由は、来年度の介

護保険料に国の税制改正を反映させず、市民に不

利益をもたらすためです。国の制度改正により介

護保険料が下がることで自治体の減収となる場

合、国が全額補填し、市民と自治体の不利益とな

らないよう措置すべきです。 

 議案第10号 令和８年度札幌市病院事業会計予

算及び議案第23号 札幌市病院事業使用料及び手

数料条例の一部を改正する条例案は、駐車場料金

及び文書料と差額ベッド代である特別室・上等室

使用料加算額を引き上げる内容が含まれていま

す。高度医療が必要な多額の医療費がかかる患者

が多い中、さらなる負担増となることから、容認

できません。 

 議案第15号 令和８年度札幌市下水道事業会計

予算に反対する理由は、2026年10月から下水道使

用料を平均22.6％値上げすること、都心アクセス

道路建設に伴う下水道管移設経費が含まれている

ためです。 

 なお、下水道条例第17条において、市長が認め

るときには使用料の減免が可能であると定められ

ていることから、低所得や減収時等への適用を検

討すべきです。 

 議案第16号 札幌市職員定数条例の一部を改正

する条例案に反対する理由は、学校や保育園給食

調理業務の委託拡大などで職員97人を削減するか

らです。 

 次に、請願第52号から第65号 札幌市営住宅家

賃の見直しに係る請願についてです。 

 市営住宅の立地条件や断熱などを利便性として

見直し、2026年度からの家賃が値上げされます。

趣旨説明では、物価高騰の暮らしへの影響や高齢

者の医療負担など厳しい生活実態が語られまし

た。市営住宅の目的は、暮らしが大変なときでも

安心できる低廉な家賃の住宅の提供であり、公的

な役割です。 

 よって、家賃の値上げに反対であり、請願第52

号から第65号については採択すべきです。 

 次に、代表質問並びに予算特別委員会で取り上

げた諸課題について申し述べます。 

 泊原発再稼働容認について、秋元市長は、新規

制基準に適合しており、専門的見地から安全対策

が進められている理解であると、容認する姿勢を

示されました。 

 しかし、浜岡原発の調査をした事業者のデータ

不正が発覚し、原子力規制委員会はその捏造を見

抜けませんでした。同事業者は、泊原発の地質調

査も行っています。規制委員会の審査合格をもっ

て安全性が担保できるものでないことが明らかと

なりました。泊原発の再稼働は中止すべきです。 

 丘珠空港滑走路延長による自衛隊の利用拡大に

ついて、札幌市は、国交省、防衛省との協議にお

いて、滑走路延長は民間航空機の活用を促すもの

であり、自衛隊の利用拡大を想定したものではな

いことを確認している、それらを含め、説明して

まいりたいとの答弁でありました。早急に市民に

伝えていただくよう求めます。 

 子ども医療費助成の予算拡充についてです。 

 2025年度と2026年度予算で所得制限撤廃に向け

た事業費が見送られています。市民や議会から多

く要望が出ており、予算を拡充し、全ての子ども
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が受けられる制度にするよう求めます。 

 次に、局別に申し上げます。 

 最初に、総務局です。 

 会計年度任用職員についてです。 

 本市では、来年度から、任用限度３年を原則と

しつつも、経験や人材確保を考慮し、同一部署で

の任用が可能となります。しかし、職種による運

用の違いが、依然、課題です。経験やスキルの向

上が正当に評価される雇用環境となるよう制度の

見直しを求めます。 

 デジタル戦略推進局です。 

 自衛隊への名簿提供についてです。 

 昨今の軍事的国際情勢は著しく悪化していま

す。このような中、本市の自衛官募集事務に関す

るホームページは、自衛隊の広報の役割を果たす

かのようであり、内容を見直すべきです。これま

での方針を改め、次年度からの名簿提供を中止す

るよう求めます。 

 まちづくり政策局です。 

 バス路線の維持と代替交通の考え方についてで

す。 

 市内では、2015年以降、既に95ものバス路線が

廃止された一方、代替交通の導入は僅か３路線に

とどまり、来年度も導入予定はありません。生活

上必要なバス路線確保のために要綱を見直すべき

です。 

 連節バスの導入検討についてです。 

 本市は、新たな公共交通システムとして、水素

連節バスの導入に向け、テスト走行を行っていま

すが、渋滞時の定時性などの検証が不十分です。

かつて市電延伸を採算性で断念しながら、多額の

投資を伴う新規事業を優先する予算を投じること

に市民の理解が得られるのか、疑問です。既存の

バス路線の維持と公的支援の強化を強く求めま

す。 

 財政局では、今後10年間の財政推計について質

問しました。本市は、収支不足の拡大を改善する

対策を取らなければ、将来、基金の枯渇や財政再

生団体となる可能性があると推計しています。義

務的経費や準義務的経費を削減することは難しい

ものの、公債費や市債発行額の見直しを図り、削

減すること、あわせて、年次ごとの予算編成にお

いて市民サービスの維持・向上を図るよう求めま

す。 

 保健福祉局です。 

 身体障がい者自動車運転訓練費補助金について

は、縮小、廃止の理由として、公共交通のバリア

フリー化などが挙げられました。しかし、積雪寒

冷地では、車椅子での移動は困難です。また、事

故や病気によって障がいを負うことは誰にでもあ

り得ることであり、運転免許取得や自動車改造の

補助事業は欠かせません。 

 よって、廃止・縮小することは容認できませ

ん。 

 福祉除雪についてです。 

 来年度から利用要件が変更となり、必要な方が

受けられなくなる懸念があります。事情をよく聞

き、柔軟かつ丁寧な対応をし、必要な方が受けら

れる制度設計とすべきです。 

 がん検診の精密検査受診率の向上についてで

す。 

 札幌市は、受診率が低い状況が続いています。

市として、対象者と直接つながるなど、精密検査

を勧奨する仕組みをつくり、早期治療へつなげる

取組を進めるべきです。 

 加齢性難聴への対応についてです。 

 加齢性難聴への正しい知識と、早期発見と対応

について、普及啓発に取り組むことが重要です。

札幌市の特定健診と後期高齢者健診の項目に聴力

検査を独自に追加し、早期発見につなげるべきで

す。 

 国民健康保険の出産手当金と子どもの均等割軽

減についてです。 

 出産手当金は、出産前後の休業期間の生活保障

を目的とし、被用者保険では給付されています。

しかし、国民健康保険では導入している自治体は



- 24 - 

ありません。加入する健康保険によって支援に差

があってはならず、制度の導入を国と北海道に働

きかけることを求めます。 

 また、子育て世帯支援として、子どもの均等割

保険料の廃止を国に求めるとともに、国保支払準

備基金などの活用により、札幌市として高校生世

代以下の全額軽減を図るよう求めます。 

 子ども未来局です。 

 思春期ヘルスケア事業についてです。 

 保健師等が学校に出向き、生命誕生等について

行う授業支援事業の実施校を大幅に縮小していま

すが、思春期支援の重要性を踏まえ、専門職によ

る直接授業支援の再強化を求めます。 

 こども誰でも通園制度です。 

 札幌市では、国の基準に上乗せし、保育士資格

の保有者に限るなどの基準を条例で定めました。

４月からの本格実施では、施設関係者や保護者の

意見を丁寧に聞き取り、必要な対策を講じるとと

もに、国に対し、自治体の権限保障などを働きか

けるよう求めます。 

 若者支援施設についてです。 

 若者支援施設に来所する若者が自由に過ごせ、

適切に働きかけるユースワーカーと緩やかに交流

するロビー機能を持つ施設は、他施設では代替で

きません。施設数を減らすことなく、これまでの

経験と提言を活用した取組の継続を求めます。 

 経済観光局です。 

 宿泊税についてです。 

 宿泊税の使途を市民に明らかにし、事業者の意

見を反映させること、また、ＤＭＯの活動内容に

ついては十分に議論を重ね、市民、事業者が納得

できるものとなるよう求めます。 

 農業支援についてです。 

 次期計画、第３次都市農業ビジョンに、地産地

消の取組であるさっぽろとれたてっこと市民農園

の普及を重要な施策として位置づける予定との答

弁がありました。農業者、市民の皆さんと関わり

ながら農業振興の強化を求めます。 

 環境局です。 

 ヒグマ対策についてです。 

 広域データベースの構築の検討など、自治体の

枠を超えた連携強化により、人の安全確保とヒグ

マの生息環境の両立を図るよう求めます。 

 建設局です。 

 除排雪について質問しました。生活道路は早い

段階からの排雪とともに、圧雪厚を薄くし、気温

上昇時の通行困難を解消すべきです。また、小規

模のバスターミナル付近においても、出入口な

ど、安全確保に配慮した除排雪を求めます。 

 都市局です。 

 高齢者の住まい確保支援についてです。 

 低層階やエレベーターが設置されている市営住

宅は、応募倍率が高く、需要に見合った戸数に増

やすべきです。また、国の補助メニューを活用

し、高齢者優良賃貸住宅の家賃補助期間の延長

や、セーフティネット専用住宅に対して家賃補助

を導入すべきです。 

 病院局です。 

 市立札幌病院の中期経営計画についてです。 

 計画では、救急搬送受入れを年間6,000件、併

せて病床稼働率を90％以上の目標としており、重

症患者に加え、入院を要する高齢の中等症患者な

ど、他病院では対応が難しい患者の受入れも重要

と位置づけています。医療、看護も多様化し、現

場の負担も増大することが懸念されますので、現

場の声をよく聞き、連携して取り組むよう求めま

す。 

 最後に、教育委員会です。 

 給食センターの検討についてです。 

 検討会議で出された様々な意見を十分反映さ

せ、給食センターありきで進めることのないよう

求めます。 

 現在、試行検証を行っている親子給食の親１校

に対し、子２校という変化形を活用、検証し、今

ある施設・設備の中でのサポートを積極的に検討

すべきです。老朽化による設備の不具合は早急に
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改善するよう申し上げます。 

 部活動改革についてです。 

 部活動の地域移行に向けて実施したモデル事業

では、顧問の教員を、兼職、兼業の許可を受けて

委託先の札幌市スポーツ協会に従事する形で部活

動の指導に当たったとのことです。適切な活動時

間の設定や、本来業務との円滑な両立の在り方

等、実務上の課題も明らかとなりました。保護者

や住民との十分な意見交換の下、丁寧に検証し、

部活動の教育的価値を損なわないよう求めます。 

 以上で、私の討論を終わります。 

○議長（長内直也） 次に、脇元繁之議員。 

 （脇元繁之議員登壇） 

○脇元繁之議員 私は、ただいまから、本定例会

に提案されました令和８年度各会計予算、その他

の諸議案につきまして賛成、請願14件につきまし

ては不採択とすべきとの立場から、討論を行いま

す。 

 まず最初に、令和８年度予算についてでありま

すが、秋元市政３期目における施策の集大成とし

て、一般会計は１兆3,185億円、過去最大の予算

規模となりました。物価高への対応に要する経費

をはじめ、扶助費や公債費などの義務的経費の増

が予算額を大きく押し上げているという要因はあ

るものの、将来の札幌の成長に向けた投資など、

建設事業費も積極的に計上されている点について

は高く評価をさせていただきます。 

 しかしながら、市が示している今後の財政運営

によりますと、今後、人口減少によって市税収入

は下降曲線をたどっていくことが予想され、５年

後の令和13年度には活用可能な基金の残高が枯渇

する可能性もあるとの推計も立てられておりま

す。このため、市民生活や経済活動に支障を来す

ことのないよう、引き続き、再開発事業や産業の

振興を通した税源のさらなる涵養と、事業の選択

と集中、行財政運営の一層の効率化に努めていた

だくよう要望します。 

 なお、企業会計につきましては、水道事業会計

と下水道事業会計において、老朽化した施設・設

備の改築・更新などに多額の費用を要するため、

資金残高が減り続けており、また、病院事業会計

においても、長期借入金に頼らざるを得ない極め

て厳しい経営環境にありますので、これまで以上

に収入の確保と経費の縮減に取り組み、経営の健

全化、効率化に努めていただくよう求めておきま

す。 

 それでは、本定例会の質疑において私が取り上

げてまいりました政策や課題等につきまして、順

次、提言や要望などを含めて述べさせていただき

ます。 

 まず、除排雪問題について申し上げます。 

 本市の市民アンケートにおいて、雪対策は、毎

年７割から８割の方が最優先課題に掲げる、まさ

に市民の負託そのものであります。今冬、１月の

記録的大雪に際し、市は全額公費負担による緊急

排雪を迅速に決断しましたが、周知不足による現

場の混乱など、市民の切実な願いを形にする上で

の課題も浮き彫りになりました。 

 現在、札幌市が検討している町内会負担をゼロ

にする公共排雪に対して、市民理解を得るために

も、こうした課題の一つ一つを検証し、迅速な改

善につなげていく必要があります。また、除排雪

作業を効率的に進めるためには、道路への雪出し

禁止や路上駐車の防止など、市民の皆様の深い理

解と協力が不可欠であります。雪対策について

は、行政側からの積極的な情報発信等、働きかけ

をより一層強化すべきと考えます。 

 さらに、雪対策を支える現場の深刻な人手不足

は、本市の死活問題であります。オペレーターの

確保、育成に向け、処遇の改善や労働環境の整備

を急務として取り組まなければなりません。あわ

せて、ＩＣＴ等の先端技術を積極的に導入し、作

業の効率化と高度化を図ることも、持続可能な雪

対策の構築には欠かせない要素であります。 

 しかしながら、これらの施策を推進するに当た

り、本市の財政のみでは限界があります。特に、
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安定的な雪の受皿となる雪堆積場の確保や、効率

的な処理を可能とする融雪施設の整備更新につい

ては、多額の費用を要します。市側の努力はもと

より、これら基盤整備への強力な財政支援を国に

要請し、協力を勝ち取るべく、論理的な根拠を

持って粘り強く働きかけるべきであります。 

 行政と議会が知恵を絞り、市民が安心して暮ら

せる冬の札幌を共に築き上げることを強く要望い

たします。 

 次に、健康アプリ、アルカサルと敬老パス制度

の見直しに伴う負担緩和策についてであります。 

 札幌市は、市民の健康寿命の延伸に向けた施策

として、本年４月から、健康アプリ、アルカサル

をスタートさせます。ウオーキングなどの健康行

動やボランティア活動への参加等によってポイン

トが獲得でき、ためたポイントは電子マネーに交

換することによって公共交通機関を利用したり買

物にも使える仕組みですが、従来の敬老パスの利

用運賃は市内の交通事業者の収益となり、結果と

して市の財源が市内で還流する仕組みでありま

す。しかし、アルカサルはポイントを全国共通の

電子マネーに交換でき、こうした場合、市民の貴

重な税金が市外へ流出することは避けられませ

ん。 

 つきましては、税金の域外流出を最小限に抑

え、地元の商店街や事業者が直接恩恵を受けられ

るよう、札幌市独自の地域通貨やデジタルプレミ

アム商品券への交換など、市内で経済が循環する

仕組みの構築を強く要望いたします。 

 また、現行の敬老パスについては、新年度から

利用上限額や自己負担額の段階的な見直しが始ま

りますが、市内においては地下鉄が走っていない

区があったり、定山渓沿線においてはバス運賃の

対キロ区間が長く連なっているといった事情もあ

り、出かけるにしても交通費の負担が重いという

地域もあるわけであります。そのため、負担緩和

策として、地域の実情に応じた交通費助成制度

や、誰もがひとしく恩恵を受けられる高齢者運賃

制度の導入に向け、引き続きオール市役所の体制

で取り組んでいただくよう強く求めます。 

 次に、子ども医療費助成制度における所得制限

の撤廃についてであります。 

 札幌市では、これまで、子育て支援環境の充実

という観点から、令和３年度以降、子ども医療費

の助成対象を小学生、中学生、そして高校３年生

にまでと徐々に拡大してまいりました。ただ、高

校生世代までを助成対象としながら、所得制限を

設けているために、３万3,000人ほどがこの助成

制度の対象外となっております。 

 今や、全国の自治体のうち、97％が子ども医療

費の助成に当たって所得制限を設けておりませ

ん。本市において所得制限を撤廃するとした場

合、新たに毎年10億円ほどの財政負担が生じると

のことでありますが、今後財政状況が厳しさを増

していくことは十分に承知しつつも、予算のやり

くりはもちろん、政策順位の優先度などを勘案

し、できるだけ早期に誰もがひとしくこの助成制

度の恩恵が受けられるようにしていただくことを

強く求めておきます。 

 次に、定山渓エリアの景観の維持と観光施設の

老朽化対策についてであります。 

 南区定山渓エリアの景観は、観光地として大変

魅力にあふれた地域ではありますが、開湯160年

という長い歴史を刻んできている中で、観光施設

の老朽化が進んでいるのも確かであります。 

 このため、札幌市では、民間観光施設の改修支

援や、閉館したホテル跡地への二見の足湯の新

築、さらに、二見公園のトイレ改修や足のふれあ

い太郎の湯のバリアフリー化などを進めてきたと

ころであります。令和８年度においては、豊平峡

ダムのトイレ改修や二見吊橋の塗装工事の設計に

取り組むとのことであり、宿泊税を活用した積極

的な景観維持策は歓迎すべきところであります。 

 しかしながら、定山渓エリアをはじめ、市内の

観光スポットは広範囲に及んでいることから、観

光客が迷うことなく目的地まで移動できるよう、
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国道沿いの道路標識なども活用した観光案内サイ

ンの充実に努めていただくよう要望いたします。 

 あわせて、定山渓エリア及び南区をはじめとす

る市内各地の観光公害、オーバーツーリズム対策

に関し、引き続き、実効性の高い施策を講じ、継

続的に取り組まれるよう強く要望いたします。 

 次に、地下鉄駅構内におけるスロープの設置に

関して述べさせていただきます。 

 交通局では、車椅子利用者などが地下鉄をより

円滑に利用できるよう、令和６年度から３か年計

画で、ホームと車両との段差、隙間を縮小するた

めのスロープ設置に取り組んでおります。 

 東豊線の栄町駅から環状通東駅までの４駅にお

いて先行して設置工事を進めた際、車椅子の利用

者から、乗り降りの際に車椅子がつっかえてしま

うことがあるとの声が寄せられました。これを受

け、障がい者団体の協力を得て自力走行の可否を

検証し、設計の見直しを行ったとのことでありま

す。また、南北線と東西線については、それぞれ

の車両特性を勘案しながら、当初の予定よりもス

ロープをかさ上げして段差の縮小に取り組んでい

るとのことであり、こうした現場の声に即した柔

軟な改善姿勢は高く評価するものであります。 

 令和８年度に予定されている全駅への設置完了

後においても、車椅子利用者などの声を真摯に受

け止め、利用者の目線に立った必要な改善に継続

して取り組むよう求めておきます。 

 次に、たばこのポイ捨て対策について申し上げ

ます。 

 札幌市では、受動喫煙による健康被害の防止を

目的に、都心部への禁煙区域の設定や条例による

吸い殻のポイ捨て禁止などの措置を講じておりま

す。 

 しかし、私が日頃から目にするのは、地下鉄駅

周辺における深刻なポイ捨ての実態であります。

特に、雪解けのこの季節、駅周辺に露呈する無数

の吸い殻は、路上のみならず、自転車駐輪場など

あちこちに散乱しており、まちの美観を著しく損

ねていると言わざるを得ません。 

 健康被害防止の観点から、今やあらゆる公共施

設や事業所が禁煙となり、愛煙家の方々が非常に

肩身の狭い思いをされていることが、結果として

地下鉄駅周辺などでのポイ捨てにつながっている

側面もあるのではないでしょうか。もちろんマ

ナー違反は容認できませんが、喫煙環境が極端に

制限されている現状には、いささか同情の余地も

感じております。 

 本市において、たばこ税は年間160億円に上る

貴重な財源となっていることも事実です。その財

源の一部を活用し、地下鉄駅周辺などに適切な喫

煙所を設置することは、ポイ捨て防止や分煙の徹

底において極めて有効な手段であると考えられま

す。愛煙家と非喫煙者が共存できる環境づくりに

向け、地下鉄駅前などの人が集まる場所への喫煙

所の設置を検討していただくよう強く要望いたし

ます。 

 次に、南区の旧常盤小学校跡地におけるイン

ターナショナルスクール計画について申し上げま

す。 

 現在、同跡地では、インターナショナルスクー

ルの開校が計画されています。札幌市は、北海道

とともに金融・資産運用特区の対象地域に決定さ

れたことを受け、アジアや世界の金融センターを

実現する取組の一環としてインターナショナルス

クールの誘致を掲げてまいりました。 

 こうした背景の下、公募提案型によるグローバ

ル・インディアン・エデュケーション株式会社が

優先交渉権者に選定されたところであります。し

かし、選定後に行われた地元説明会での紛糾や計

画反対の陳情が提出されるなど、地域には動揺も

広がっております。 

 市は、芸術の森地区において、全戸配布による

意見収集を行いましたが、その内容はいまだ公表

されておりません。私が地域の皆様から直接伺っ

ている声は、計画への期待がある一方で、深刻な

交通渋滞や治安への懸念、そして、生活環境が一
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変することへの強い不安であります。それらの不

安や懸念の中には、一部に誤解や誇張が含まれて

いることも事実でしょう。しかし、市は、これら

の声を単なる一意見として聞き流すのではなく、

解決すべき課題として真正面から向き合うべきで

あります。 

 今後、市が本計画を推進するのであれば、ホー

ムページでの情報発信にとどまらず、アンケート

で浮き彫りになった課題一つ一つに対し、具体的

な解決策を提示し、住民の不安を徹底的に払拭す

るべきであります。合意形成を図るためには、双

方向の対話の場である説明会の開催や、よりきめ

細かな情報提供に尽力すべきであります。地域の

理解なくして、事業の成功はあり得ません。住民

の不安を取り除く取組を真摯に進めるよう強く要

望いたします。 

 次に、民間動物園、ノースサファリサッポロの

問題についてであります。 

 南区の市街化調整区域において長年にわたり開

発許可等を受けずに営業を続けてきた同園は、昨

年９月末に閉園をいたしました。閉園後も敷地内

には依然として多くの違法建築物が残されている

ことから、札幌市は、事業主体に対し、去る３月

23日、都市計画法第81条第１項に基づく監督処

分、除却命令を行ったところであります。 

 その一方で、昨年12月には、東京の投資会社が

同園の動物を引き継ぎ、南区豊滝地区の別地点で

新たに開園したいとして、住民説明会を開催する

動きもありました。一般論として、投資会社が、

当該事業地において、都市計画法に基づく開発許

可や建築許可等を得た上で動物園を開園すること

は可能とのことでありますが、地域住民がそれを

どう受け止めるかという課題もあり、その道筋は

予断を許しません。 

 長年にわたり運営主体が法令違反を重ねてきた

ことは、また、それに対し、抜本的な解決策を講

じてこなかった札幌市の姿勢にも応分の責任があ

ると言わざるを得ません。 

 しかし、私がこれまで一貫して訴え続けてきた

ことは、動物の命が最優先されるべきであるとい

う一点に尽きます。札幌市が、事業者と地域の間

に立ち、住民の思いに寄り添った取組を進めるこ

とはもとより、動物たちの貴い命を最後まで守り

抜くという強い使命感を持って、この極めて困難

な課題の解決に向け、尽力いただくよう強く要望

いたします。 

 最後に、北海道日本ハムファイターズ２軍施設

の誘致問題及び札幌ドームへのプロ野球試合の誘

致についてであります。 

 まず、２軍施設の誘致についてです。 

 昨年７月、球団から札幌圏への移転方針が示さ

れ、本市を含む近隣自治体が名のりを上げまし

た。市民からは、今度こそはという切実な願いが

込められた2,700筆もの署名が寄せられ、民間か

らは1,400億円を超える経済波及効果の試算も示

されました。 

 しかし、去る３月16日、ファイターズスポーツ

＆エンターテイメント前沢社長が、２軍本拠地の

移転候補地として恵庭、江別、苫小牧の３市と協

議していることを公表いたしました。これまで札

幌圏５都市で検討されてきましたが、現時点で本

市の名前はなく、事実上、札幌と千歳が候補から

外れたことを意味していると推察するところであ

ります。 

 くしくも、マスコミ各社がこの件を報じた頃、

私は、予算特別委員会においてまさにこの問題を

取り上げたばかりでした。この厳しい現実は、適

地のあるなし以前に、札幌市の熱意や対話がどこ

まで相手に届いていたのか、大いに疑問を抱かざ

るを得ません。 

 また、札幌ドームへの試合誘致についても同様

です。プロ野球にはフランチャイズ制度があり、

北海道を保護地域とするファイターズの承諾がな

ければ、原則として他球団は札幌ドームを含む道

内での公式戦を開催できません。市民の財産であ

る札幌ドームがプロ野球という最大級のコンテン



- 29 - 

ツを失ったままとなっている現状は、施設運営と

してあまりに大きな損失です。 

 現在、札幌ドームは、新社長の下、不退転の決

意で経営改善に取り組んでいます。理事者も、答

弁の中で、札幌ドームの価値発揮においてプロ野

球は大変重要であると認め、積極的に誘致に取り

組む姿勢を示されました。 

 その上で、これまでの札幌市の取り組む姿勢を

拝見させていただき、苦言を申し述べさせていた

だきますと、フランチャイズ制という制度の壁を

突破するために必要なのは、単なる事務的な打診

ではないはずです。何よりも必要なのは、損なわ

れたファイターズとの信頼関係の再構築です。過

去の経緯にとらわれず、今こそ、札幌市が歩み寄

り、共に札幌、北海道を盛り上げるパートナーと

しての関係性を築き直すべきではないでしょう

か。球団の懐に深く飛び込んでいくような行政の

誠実な外交力が今求められています。 

 全ての課題を解決する唯一の道は、過去のわだ

かまりを捨て、球団との信頼関係をゼロから再構

築することにほかなりません。北海道日本ハム

ファイターズは、このまちに夢と活力を与えてく

れるかけがえのない存在です。規制や前例を理由

に消極的になるのではなく、球団を共に歩む仲間

として心から歓迎し、互いの発展のために知恵を

出し合う、そんな温かな協力体制を札幌市がリー

ダーシップを持って再構築することを強く求めて

おきます。 

 以上で、本定例会において私が提言や要望を交

えて行った質疑の主な内容に加え、地下鉄駅周辺

への喫煙所の設置などについて意見を述べさせて

いただきました。市長をはじめ、市理事者におか

れましては、私どもの提言などを真摯に受け止

め、今後の業務執行に反映されることを求めまし

て、討論を終わります。 

○議長（長内直也） 次に、米倉みな子議員。 

 （米倉みな子議員登壇） 

○米倉みな子議員 私は、市民ネットワーク北海

道を代表し、ただいま議題になっている全ての議

案に賛成、請願第52号から第65号 札幌市営住宅

家賃の見直しに係る請願には反対の立場から、討

論を行います。 

 市営住宅家賃の見直しについては、入居者の収

入と住宅の立地や設備等の利便性を考慮した住ま

いの協議会の答申を反映するものです。この結

果、家賃が減額する世帯がある一方、３割の世帯

で増額するとのことです。市営住宅は住宅困窮者

のセーフティネットであることから、家賃の増額

に対しては緩和策の確実な実施を求めます。 

 さて、札幌市の2026年度一般会計の当初予算額

は、義務的経費の増加や物価高の影響などによ

り、前年度比4.1％増の１兆3,185億円と、過去最

大となっています。市税収入は増加している一

方、物価や人件費、高齢化に伴う社会保障費の増

加等による210億円の収支不足を基金で補ってい

ます。しかし、本市の推計によれば、５年後の

2031年度には、基金残高が枯渇し、その後の公債

費増により起債許可団体になる可能性もあるとの

ことです。 

 市民ネットワークは、札幌市の財政において、

財政規律を守り、将来世代へ過大な負担の先送り

をしない運営を求めてきました。札幌市の財政状

況が今後さらに厳しさが強まる予測の中、予算編

成の過程や結果について、市民が理解し、納得で

きるよう、徹底した情報の公開と共有が不可欠で

す。限られた財源と社会資源を有効に活用すると

ともに、福祉や子育ち・子育て支援などを重点と

し、市民参加の下、子どもや若者、全ての市民が

希望を持って安心して暮らし、働くことができる

札幌となるよう、市政運営に取り組むことが重要

です。 

 このような観点に立ち、本定例会で取り上げま

した諸課題について述べさせていただきます。 

 初めに、市民自治の推進についてです。 

 本市は、札幌市自治基本条例にのっとり、市民

が主役のまちづくりに取り組み、全職員に向けた
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職員のための情報共有・市民参加推進の手引きも

改定しています。 

 しかし、新ＭＩＣＥ施設整備事業の進め方な

ど、市民への情報提供が不十分であると感じるこ

とがたびたびあります。第５次市民自治推進会議

の答申では、政策の意思決定の前提となる情報を

適切に提供し、複数の選択肢がある場合は、メ

リットやデメリットも併せて明示すると示されて

おり、市職員自らが市民への情報公開や市民参加

の重要性を改めて認識した上で、市民と情報を共

有し、共にまちづくりを進めることを求めます。 

 次に、原子力防災、避難に関する計画について

です。 

 2024年１月の震度７の能登半島地震では、家屋

の倒壊や断水、道路寸断等により孤立状態が続き

ました。泊原発のある北海道においても、人ごと

ではなく、地震、暴風雪など自然災害と原発事故

が同時に起きる複合災害への対策が急務です。 

 しかし、札幌市地域防災計画の原子力災害対策

編の策定は評価するものの、札幌市民の避難対策

はほとんど示されていません。南区の一部が泊原

発から一番近く、50キロメートル圏にあります

が、福島第一原発から50キロメートル圏の飯館村

は、事故の影響でほぼ全村民が避難し、飯館村よ

り離れていた住民も自主避難しました。本市にお

いても、複合災害を想定した避難計画を早急に策

定すべきです。 

 また、泊原発で重大事故が起きた場合、まず屋

内退避が示されていますが、地震により家屋の窓

ガラスや外壁の損傷があれば、気密性が低下し、

内部被曝の可能性があります。北海道には安定ヨ

ウ素剤の一定の配備があり、24時間以内に緊急配

付場所に配送されるとの答弁でしたが、しかし、

暴風雪や道路寸断などにより計画どおりに進むと

は限りません。福島第一原発事故を教訓に、放射

性物質の影響を最も受けやすい子どもたちを守る

ため、札幌市において安定ヨウ素剤の配備を要望

します。 

 次に、安心して暮らすことができるための取組

についてです。 

 １点目は、フードバンクの取組への支援につい

てです。 

 物価高騰が続く中、食事の回数を減らさざるを

得ないなど、日々の生活に困窮している方にとっ

てＮＰＯ法人等によるフードバンク活動は命のと

りでとなっていますが、活動はＮＰＯやボラン

ティアの善意に支えられている現状です。 

 答弁では、活動団体から運営上の課題を聞き、

意見交換を重ねてきたとのことでしたが、団体か

らは人員の確保や運営費も限界と聞いています。

こうした活動団体の声に真摯に耳を傾け、実態に

即した支援を行うことを求めておきます。 

 ２点目は、フッ化物洗口モデル事業についてで

す。 

 本市は、2024年度より、市内四つの小学校にお

いてフッ化物洗口のモデル事業を実施しています

が、フッ化物洗口の効果や安全性については賛否

両論があり、専門家でも意見が分かれています。

学校でのフッ化物洗口モデル事業で薬剤師等が同

席していないことを予算特別委員会で指摘しまし

たが、答弁では、2022年12月の厚労省通知に基づ

き、薬剤師の指示があれば関係者による調剤業務

は問題がないとのことでした。 

 しかし、通知の前年に、新潟市の小学校におい

て、フッ化物洗口液と誤って手指消毒用のアル

コール消毒液を配り、児童24人が口に含んだとい

う事故がありました。このように、資格のない人

が薬剤を扱うことには事故の懸念があることか

ら、子どもにとって最善の配慮をするため、歯科

医師あるいは薬剤師が同席の下で行うことを求め

ます。 

 また、本事業で使用されているオラブリス洗口

用顆粒の患者向け医薬品ガイドには、医薬品の使

用による重大な副作用と考えられる場合には直ち

に医師または薬剤師に相談してください、この薬

はうがい薬です、飲み薬はないので飲まないでく
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ださいなどの注意喚起や、アメリカでは使用が許

可されていない赤色３号を使用していることが記

載されています。 

 こうした情報は、子どもや保護者がフッ化物洗

口をする、しないについて判断するとき、自身の

健康を守るために必要不可欠の情報であり、フッ

化物洗口を行うに当たってはオラブリスの説明書

を配付することを強く要望します。 

 ３点目は、香害の周知についてです。 

 香りの害と書く香害は、柔軟剤や合成洗剤、消

臭剤などの日用品に含まれる合成香料等の化学物

質による健康被害であり、頭痛や目まい、吐き気

などにより、今までどおりの生活ができなくなる

ほど深刻な状況を多数聞いています。香害によっ

て引き起こされる化学物質過敏症は、特別な人が

なる病気ではなく、誰でも、いつでも、なり得る

病気です。 

 本市では、香りのエチケットポスターを作成

し、繰り返し全庁的に周知をしてきたとのことで

すが、本庁舎の職員でも柔軟剤のような香りのす

る方がいらっしゃいます。香害に対する理解が不

十分と考えることから、苦しむ方のつらさや生活

の不便さなどをより理解してもらうために、市職

員が当事者の声を聞く機会を設けるなど、周知を

徹底することを要望します。 

 また、香害について市民にさらに広く周知する

ため、答弁で言われたポスターへの２次元コード

の掲載や、市の公式ＬＩＮＥやＸなどＳＮＳによ

る定期的な発信などによる広報を検討することを

早急に取り組んでいただくようお願いします。 

 さらに、香害の実態を把握するため、市民意識

調査で取り上げることや、様々なイベント等にお

いて香害に関する周知をさらに進めることを求め

ます。 

 ４点目は、子宮頸がんワクチン、ＨＰＶワクチ

ン接種についてです。 

 子宮頸がん予防として、国が積極的勧奨を行っ

ているＨＰＶワクチンについては、接種後、全身

の激しい痛みや記憶障害、不随意運動など重篤な

副反応を発症する人が少なからずおり、症状の治

療のために設置された協力医療機関の新規受診患

者数は、2022年４月以降の３年８か月で745人に

達し、2025年度は男性患者２人が報告されていま

す。 

 札幌市におけるＨＰＶワクチンの副反応被害の

報告者数は、2025年９月末までで24人と聞いてい

ます。副反応の効果的な治療法が確立されていな

いことから、被害者の方は全身の激しい痛みや硬

直、脱力、けいれんなどの身体症状に加えて、記

憶障害、学習障害等の症状が改善せず、進学や就

労の夢も絶たれ、つらく苦しい思いを抱えながら

家族の介護の下で過ごしておられます。こうした

健康被害を防ぐためには、接種者本人及び保護者

が十分理解した上で、接種する、接種しないを判

断できるよう、ワクチンの有効性と副反応のリス

ク等についてのバランスの取れた情報提供が不可

欠です。 

 ＨＰＶワクチン被害当事者の方の、これ以上、

私たちと同じ被害に遭う人を増やさないでほしい

という声を真摯に受け止め、接種対象者や保護者

が適切に判断できるよう、本市のホームページに

おいてＨＰＶワクチンのページを開いたときの

トップ画面に、接種は強制ではないことや、副反

応報告数や症状など副反応被害に関する実態を、

正しく、分かりやすく情報提供することを強く求

めます。 

 次に、性教育のさらなる充実についてです。 

 昨今、子どもたちを取り巻く環境が厳しさを増

す中、不正確な知識から、予期せぬ妊娠、出産、

性加害・被害等が多発しており、札幌市内におい

ても、10代で人工妊娠中絶をした人の割合は、

2021年及び2022年は全国の約1.6倍、2023年は約

1.7倍と増加傾向にあります。 

 国連子どもの権利委員会などは、性を人権の視

点で捉え、心や体、社会など幅広い側面から体系

的に学ぶ包括的性教育の実践を、再三、日本政府
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に勧告し、日本弁護士連合会をはじめ、多くの団

体も同様の提言などを国に提出しています。 

 子どもの権利条例を持つ札幌市においては、学

習指導要領にある妊娠の経過は取り扱わないもの

とするなどのいわゆる歯止め規定に縛られること

なく、子どもたちが人の誕生までの全体像を科学

的な視点で学ぶ機会を提供するべきです。性教育

の充実に向け、性に関する指導の手引を見直すと

ともに、今後の性教育の在り方について、子ども

たちはもとより、保護者や人権に基づいた性教育

を実践している市民団体などとともに検討するこ

とを求めます。 

 最後に、人権を守り、共生社会を実現するため

の取組についてです。 

 本市は、市民が互いに理解し合い、支え合い及

び助け合うことで、社会から孤立することなく安

心して生活できることを目指し、2025年の３月、

札幌市誰もがつながり合う共生のまちづくり条例

を制定しました。 

 国においては、2019年にアイヌ施策推進法が施

行されましたが、いまだに差別的な内容を含むパ

ネル展が開催されています。また、２月に投開票

が行われた衆議院選挙においては、障がいのある

方が雪の影響で投票所へ出かけることができない

現状がありました。また、郵便投票制度の要件が

厳しく定められているため、字を書くことが困難

でも利用対象外となる方がいるなど、大変不公平

な状態となっています。条例の理念を生かし、当

事者とともに、差別やバリアのないまちづくりに

向け、全庁を挙げて横断的に取り組むことを求め

ます。 

 以上、要望を交えて諸課題を述べてまいりまし

た。市長をはじめ、理事者におかれましては、今

後、これらの提言、要望を市政に反映することを

求め、私の討論を終わります。 

○議長（長内直也） 次に、波田大専議員。 

 （波田大専議員登壇） 

○波田大専議員 私は、ただいまから、本定例会

に上程されました令和８年度予算案及びその他の

諸議案については賛成、請願については不採択と

する立場で、討論を行います。 

 令和８年度の一般会計予算額は１兆3,185億

円、全会計予算額は初めて２兆円を超える２兆

405億円となり、いずれも過去最大の予算規模と

なっております。アクションプラン2023に掲げた

事業を着実に実施するとともに、新たに生じた行

政課題や物価高に的確に対応いただいたものと受

け止めております。 

 特に、日本維新の会が公約として掲げておりま

した学校給食費の無償化につきましては、まず

は、小学校における令和８年度の保護者負担をゼ

ロとするために必要な予算を確保いただきました

ことは、評価をしております。 

 一方で、財政状況は厳しさを増しており、５年

後には活用可能な基金残高が枯渇する見込みも示

されております。将来世代に過度な負担を残さな

い持続可能な財政運営を行うためにも、令和９年

度以降の予算編成に向けましては、徹底した行財

政改革で聖域なき見直しに早急に着手いただくこ

とを強く求めておきます。 

 また、当然のことながら、市長の給料と市議会

議員の報酬削減や、議員定数の削減など、まずは

政治家自らが身を切る姿勢をお示しすることから

始めるべきであると申し述べておきます。 

 それでは、私が取り上げてまいりました課題や

提言について、順次、局別に述べさせていただき

ます。 

 初めに、建設局です。 

 札幌市内の公園で花火をすることは原則禁止さ

れておりますが、子育て世代や若い世代からは、

どこで花火をすればよいのか、公園など身近な場

所で花火を楽しめるようにしてほしいとの声も寄

せられております。 

 近年、全国の他都市では、マンション暮らしが

多い都市部を中心に公園での利用ルールを緩和す

る自治体が増えつつあり、政令市13市では、手持
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ち花火に限って、あるいは時間帯や場所を限定し

て公園での花火を認めておりますことから、札幌

市におきましても、公園施設の損傷や臭い、煙、

ごみの放置などの様々な問題発生の懸念と向き合

いながら、日本のよき文化や子どもたちの楽しみ

の機会が奪われることのないよう、公園利用ルー

ルの緩和に向けて、まずは試行的な取組からでも

早急に取り組んでいただくことを強く求めておき

ます。 

 次に、保健福祉局です。 

 認知症の行方不明者への対策について、札幌市

では、毎年、約250名の認知症の方が行方不明と

なっており、残念ながら、亡くなって発見される

方や、いまだに行方の分からない方もいらっしゃ

います。 

 近年では、スマートフォンの普及やＧＰＳの精

度向上などデジタル技術が大きく進歩しており、

大阪市や福岡市などの政令市10市では位置情報が

把握できるＧＰＳ端末機を市が貸与しているな

ど、積極的な取組が多く見られますので、札幌市

におきましても、健康アプリ、アルカサルと連動

した市民参加型の見守りネットワークの構築も含

めて、デジタル技術を活用した実効性の高い対策

強化を強く求めておきます。 

 最後に、スポーツ局です。 

 大和ハウスプレミストドームを管理運営する第

三セクター株式会社札幌ドームの決算は、６億

5,000万円の赤字から一転し、前年度は4,200万円

の黒字となり、今年度は、イベント利用が好調

で、稼働率が70％を超え、2026年３月期決算は１

億円を超える黒字との見通しもあります。 

 しかし、札幌市からは、札幌ドーム活用促進費

として、昨年度は6,000万円、今年度は１億3,500

万円の予算が計上されており、このように、市か

らの公金支出を年々増額することで株式会社札幌

ドームの業績がＶ字回復しているように見せる手

法は、やはり、市民の皆さんに対して誠実ではな

いものと受け止めております。 

 仮に、このような手法によるドームの稼働率の

向上と経営改善をもって株式会社札幌ドームの管

理実績を良好であると判断し、令和10年度以降も

非公募による指定管理を継続するのであるとすれ

ば、公募を原則とする札幌市の指定管理者の指定

手続の考え方に照らしても、甚だ疑問を感じると

ころです。 

 令和８年度予算では、札幌ドーム活用促進費は

目的が果たされたとして計上されておりません

が、札幌ドーム保全費として11億6,800万円が計

上されており、その金額は令和３年度予算の８億

円から年々増額されております。 

 民間のノウハウを最大限に生かす新たな管理運

営手法として、かねてより私から提言しておりま

すコンセッション方式の導入により、一般的には

このような保全改修に係る経費も市が発注する場

合に比べて抑えられるものと考えますので、現行

の指定管理者制度や第三セクターによる管理運営

の枠組みにとらわれることなく、引き続き、市民

にとって最善の管理運営手法を検討いただくこと

を強く求めておきます。 

 以上が、私が取り上げてまいりました課題や提

言の主な内容であります。市長をはじめ、市理事

者の皆様におかれましては、これらの提言を今後

の業務執行に反映いただきますことを強く求めま

して、私の討論を終わります。（拍手） 

○議長（長内直也） 以上で討論を終了し、採決

に入ります。 

 この場合、分割して採決を行います。 

 まず、請願第52号から第65号までの14件を一括

問題とします。 

 請願14件を採択することに賛成の方は、ご起立

願います。 

 （賛成者起立） 

○議長（長内直也） 起立少数です。 

 したがって、請願14件は、不採択とすることに

決定されました。 

 次に、議案第１号、第５号から第７号まで、第
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10号、第15号、第16号、第20号、第21号、第23号

の10件を一括問題とします。 

 議案10件を可決することに賛成の方は、ご起立

願います。 

 （賛成者起立） 

○議長（長内直也） 起立多数です。 

 したがって、議案10件は、可決されました。 

 次に、議案第２号から第４号まで、第８号、第

９号、第11号から第14号まで、第17号から第19号

まで、第22号、第24号、第25号の15件を一括問題

とします。 

 議案15件を可決することにご異議ありません

か。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（長内直也） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案15件は、可決されました。 

 ―――――――――――――――――――― 

○議長（長内直也） ここで、日程に追加して、

意見書案第１号 交通事故による脳脊髄液漏出症

患者の救済に向けた自賠責保険制度の改善を求め

る意見書、意見書案第２号 台湾の国際民間航空

機関（ＩＣＡＯ）及び国際刑事警察機構（ＩＣＰ

Ｏ）への参加を支援するよう求める意見書の２件

を一括議題とします。 

 意見書案第１号は、自由民主党、民主市民連

合、公明党、日本共産党及び坂元・荒井所属議員

全員並びに山口かずさ議員、成田祐樹議員、丸岡

守幸議員、脇元繁之議員及び米倉みな子議員の提

出によるものであり、意見書案第２号は、自由民

主党、民主市民連合、公明党及び坂元・荒井所属

議員全員並びに山口かずさ議員、成田祐樹議員、

丸岡守幸議員及び脇元繁之議員の提出によるもの

です。 

 これより、質疑・討論の通告がありませんの

で、採決に入ります。 

 この場合、分割して採決を行います。 

 まず、意見書案第２号を問題とします。 

 本件を可決することに賛成の方は、ご起立願い

ます。 

 （賛成者起立） 

○議長（長内直也） 起立多数です。 

 したがって、本件は、可決されました。 

 次に、意見書案第１号を問題とします。 

 本件を可決することにご異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（長内直也） 異議なしと認めます。 

 したがって、本件は、可決されました。 

 ―――――――――――――――――――― 

○議長（長内直也） さらに、日程に追加して、

常任委員会委員の選任を議題とします。 

 本件につきましては、配付の常任委員会委員名

簿のとおり指名することにご異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（長内直也） 異議なしと認めます。 

 したがって、常任委員会委員名簿のとおり、そ

れぞれ選任されました。 

 〔名簿は巻末議決事件等一覧表参照〕 

 ―――――――――――――――――――― 

○議長（長内直也） さらに、日程に追加して、

常任委員会委員辞退の件を議題とします。 

 ただいま選任されました常任委員会委員のう

ち、議長である私は、慣例に従い、選任された総

務委員を辞退したいと思いますが、ご異議ありま

せんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（長内直也） 異議なしと認めます。 

 したがって、そのように決定しました。 

 ―――――――――――――――――――― 

○議長（長内直也） さらに、日程に追加して、

常任委員会委員長の選任を議題とします。 

 （小竹ともこ議員「議長」と呼び、発言の許可

を求む） 

○議長（長内直也） 小竹ともこ議員。 

○小竹ともこ議員 常任委員会委員長の選任につ

きまして、指名推選の動議を提出いたします。 

 総務委員長におんむら健太郎議員、財政市民委
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員長に三神英彦議員、文教委員長に小形香織議

員、厚生委員長に水上美華議員、建設委員長に竹

内孝代議員、経済観光委員長に小須田大拓議員を

それぞれ選任することを求める動議であります。

（「賛成」と呼ぶ者あり） 

○議長（長内直也） ただいまの小竹議会運営委

員長の動議に対し、所定の賛成者がありますの

で、本動議を直ちに問題とし、採決を行います。 

 動議のとおり決定することにご異議ありません

か。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（長内直也） 異議なしと認めます。 

 したがって、総務委員長におんむら健太郎議

員、財政市民委員長に三神英彦議員、文教委員長

に小形香織議員、厚生委員長に水上美華議員、建

設委員長に竹内孝代議員、経済観光委員長に小須

田大拓議員がそれぞれ選任されました。 

 ―――――――――――――――――――― 

○議長（長内直也） さらに、日程に追加して、

議会運営委員会委員の選任を議題とします。 

 本件につきましては、配付の議会運営委員会委

員名簿のとおり指名することにご異議ありません

か。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（長内直也） 異議なしと認めます。 

 したがって、議会運営委員会委員名簿のとお

り、それぞれ選任されました。 

 〔名簿は巻末議決事件等一覧表参照〕 

 ―――――――――――――――――――― 

○議長（長内直也） さらに、日程に追加して、

議会運営委員会委員長の選任を議題とします。 

 （中村たけし議員「議長」と呼び、発言の許可

を求む） 

○議長（長内直也） 中村たけし議員。 

○中村たけし議員 議会運営委員会委員長の選任

につきまして、指名推選の動議を提出いたしま

す。 

 議会運営委員長に小竹ともこ議員を選任するこ

とを求める動議であります。（「賛成」と呼ぶ者

あり） 

○議長（長内直也） ただいまの中村たけし議員

の動議に対し、所定の賛成者がありますので、本

動議を直ちに問題とし、採決を行います。 

 動議のとおり決定することにご異議ありません

か。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（長内直也） 異議なしと認めます。 

 したがって、議会運営委員長に小竹ともこ議員

が選任されました。 

 ―――――――――――――――――――― 

○議長（長内直也） 最後に、お諮りします。 

 配付の閉会中継続審査申出一覧表のとおり、各

委員長から閉会中継続審査の申出がありますの

で、このとおり決定することにご異議ありません

か。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（長内直也） 異議なしと認めます。 

 したがって、そのように決定しました。 

 ―――――――――――――――――――― 

○議長（長内直也） 以上で、本定例会の議題と

した案件の審議は、全て終了しました。 

 ―――――――――――――――――――― 

○議長（長内直也） これで、令和８年第１回札

幌市議会定例会を閉会します。 

 ―――――――――――――――――――― 

      閉 会 午後４時16分 

 


